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一
　
は
じ
め
に

㈠
　
問
題
の
所
在

　
公
訴
時
効
制
度
と
は
、
犯
罪
の
発
生
か
ら
一
定
の
法
定
期
間
が
経
過
し
た
場
合
、
被
疑
者
に
対
し
て
起
訴
が
で
き
な
く
な
る
と
い
う
制

度
で
あ
る
。
公
訴
時
効
制
度
は
現
在
ほ
と
ん
ど
の
国
で
採
用
さ
れ
て
お
り
、「
現
在
、
多
く
の
国
々
で
市
民
権
を
得
た
制
度
」
と
言
わ
れ

て
い
）
1
（

る
。

　
ド
イ
ツ
な
ど
で
は
公
訴
時
効
制
度
は
ど
の
よ
う
に
正
当
化
さ
れ
る
の
か
、
す
な
わ
ち
時
間
が
経
過
す
る
こ
と
に
よ
り
な
ぜ
被
疑
者
に
対

し
起
訴
で
き
な
く
な
る
の
か
に
つ
い
て
激
し
く
議
論
が
な
さ
れ
て
き
）
2
（

た
。
こ
れ
は
日
本
で
も
同
様
の
議
論
が
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
）
3
（

る
。

　
と
こ
ろ
で
、
中
華
人
民
共
和
国
（
以
下
「
中
国
」
と
い
う
）
で
は
公
訴
時
効
制
度
は
訴
追
時
効
制
度
﹇
追
訴
時
効
制
度
﹈
と
い
う
名
称
で
導

入
さ
れ
て
い
る
（
四
㈢
で
述
べ
る
よ
う
に
、
中
国
の
当
該
制
度
は
日
本
の
公
訴
時
効
制
度
と
は
そ
の
性
質
が
異
な
る
。
そ
の
た
め
以
下
、
中
国
の
公
訴
時

効
制
度
を
「
訴
追
時
効
制
度
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
）。
し
か
し
、
中
国
で
は
こ
の
よ
う
な
訴
追
時
効
制
度
を
正
当
化
す
る
学
説
に
つ
い
て
あ

ま
り
議
論
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
訴
追
時
効
制
度
の
本
質
を
捉
え
て
い
る
と
言
え
る
説
も
見
受
け
ら
れ

な
い
。
中
国
に
は
「
事
件
の
立
案
が
な
さ
れ
、
捜
査
が
始
ま
っ
た
後
、
捜
査
ま
た
は
裁
判
か
ら
逃
れ
た
場
合
、
ま
た
は
被
害
者
が
告
発

﹇
控
告
﹈
し
た
場
合
は
、
訴
追
時
効
の
制
限
を
受
け
な
い
」
と
い
う
条
文
が
あ
る
（
中
国
の
九
七
年
刑
法
第
八
八
）
4
（
条
。
詳
し
く
は
一
㈡
で
説
明
す

る
）。
立
案
と
は
、
そ
の
犯
罪
を
捜
査
す
る
か
否
か
を
捜
査
機
関
で
あ
る
公
安
（
日
本
で
い
う
「
警
察
」）
な
ど
が
決
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。

結
論
を
先
に
述
べ
れ
ば
、
中
国
で
は
九
七
年
刑
法
第
八
八
条
に
よ
り
立
案
も
し
く
は
告
発
﹇
控
告
﹈
さ
れ
れ
ば
訴
追
時
効
に
か
か
る
こ
と

は
な
い
と
い
う
実
務
運
用
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
訴
追
時
効
が
完
成
し
て
い
る
か
否
か
の
判
断
が
「
起
訴
」
の
と
き
で
は
な
く
、

「
立
案
も
し
く
は
告
発
﹇
控
告
﹈」
の
と
き
を
基
準
に
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
訴
追
時
効
制
度
は
事
実
上
「
立
案
も
し
く
は
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告
発
﹇
控
告
﹈
時
効
」
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
制
度
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
本
稿
は
、
こ
の
訴
追
時
効
制
度
の
時
効
完
成
か
否

か
の
判
断
が
実
務
で
は
「
立
案
も
し
く
は
告
発
﹇
控
告
﹈」
時
を
基
準
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
、
そ
の
結
果
を
含
め
て
訴
追
時
効

制
度
を
正
当
化
す
る
学
説
を
検
討
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
中
国
で
は
三
権
分
立
が
否
定
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
立
法
機
関
で
あ
る
全

国
人
民
代
表
大
会
（
日
本
で
い
う
「
国
会
」）
も
司
法
機
関
で
あ
る
人
民
法
院
（
日
本
で
い
う
「
裁
判
所
」）
も
全
て
中
国
共
産
党
（
以
下
単
に

「
党
」
と
い
う
場
合
も
あ
る
）
の
意
思
が
反
映
さ
れ
る
機
関
と
な
っ
て
い
）
5
（

る
。
そ
の
た
め
、
一
つ
の
制
度
を
探
求
す
る
場
合
、「
党
の
意
図
」

を
見
る
と
い
う
点
か
ら
、
裁
判
の
結
果
も
一
体
化
さ
せ
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。
も
ち
ろ
ん
日
本
に
お
い
て
も
判
例
は
重
要

な
法
運
用
の
実
態
を
示
す
も
の
だ
が
、
中
国
に
お
い
て
裁
判
結
果
は
「
党
は
法
律
を
ど
う
運
用
し
た
い
の
か
」
を
見
る
指
針
と
し
て
、
特

に
法
律
と
一
体
化
さ
せ
て
観
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

㈡
　
先
行
研
究
の
検
討

　
訴
追
時
効
制
度
の
先
行
研
究
は
、
日
本
で
は
、
夏
目
文
雄
に
よ
る
「
中
国
刑
法
に
お
け
る
時
効
論
」（
紀
要
（
愛
知
大
学
国
際
問
題
研
究

所
）
五
五
号
、
一
九
七
四
年
、
四
七
〜
六
二
頁
収
録
）
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。
こ
の
夏
目
文
雄
の
研
究
は
、
一
九
五
〇
年
代
か
ら
六
〇
年
代
の

中
国
で
出
版
さ
れ
た
刑
法
書
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
り
、
考
察
は
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
中
国
で
は
一
九
七
九
年
七
月
一
日
に
刑
法
典

が
制
定
さ
れ
る
ま
で
は
、
刑
法
典
は
存
在
し
な
か
っ
た
（
一
九
八
〇
年
一
月
一
日
施
行
。
以
下
「
七
九
年
刑
法
」
と
い
う
）。
そ
れ
ま
で
は
、

「
反
革
命
懲
治
条
例
」
な
ど
の
単
行
法
規
、
最
高
人
民
法
院
（
日
本
で
い
う
「
最
高
裁
判
所
」）
や
最
高
人
民
検
察
院
（
日
本
で
い
う
「
最
高
検

察
庁
」。
ま
た
、
以
下
、
中
国
の
検
察
庁
を
「
人
民
検
察
院
」
と
呼
ぶ
）
が
出
し
た
文
書
や
中
国
共
産
党
の
文
書
な
ど
の
寄
せ
集
め
で
刑
事
法
を

構
成
し
て
き
）
6
（
た
。
な
お
、
後
の
論
述
の
た
め
に
述
べ
て
お
く
と
、
こ
の
七
九
年
刑
法
は
、
一
九
九
七
年
三
月
一
四
日
に
全
面
改
正
さ
れ

（
一
九
九
七
年
一
〇
月
一
日
施
行
。
以
下
「
九
七
年
刑
法
」
と
い
う
）、
そ
の
後
も
小
改
正
が
度
々
な
さ
れ
現
在
に
至
っ
て
い
る
（
二
〇
一
五
年
八

月
二
九
日
最
終
改
正
。
同
年
一
一
月
一
日
改
正
法
施
行
）。
そ
の
意
味
で
、
刑
法
典
が
な
い
時
代
の
刑
法
書
を
ま
と
め
、
当
時
の
事
実
上
行
わ
れ
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て
い
た
訴
追
時
効
制
度
の
具
体
的
内
容
を
日
本
語
で
紹
介
し
て
い
る
夏
目
文
雄
の
研
究
は
貴
重
で
は
あ
る
が
、
本
稿
が
素
材
と
す
る
中
国

の
刑
法
典
制
定
後
に
お
け
る
訴
追
時
効
制
度
と
は
直
接
の
関
係
は
な
い
も
の
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
中
国
に
お
い
て
は
訴
追
時
効
制
度
に
関
す
る
先
行
研
究
は
多
く
あ
る
。
特
に
訴
追
時
効
制
度
を
正
当
化
す
る
学
説
に
焦
点

を
当
て
て
い
る
研
究
は
孫
強
に
よ
る
「
訴
追
時
効
の
正
当
根
拠
﹇
追
訴
時
効
的
正
当
根
拠
﹈」（
国
家
検
察
官
学
院
学
報
（
中
国
・
国
家
検
察
官
学

院
）
二
一
巻
五
期
、
二
〇
一
三
年
、
九
七
〜
一
〇
四
頁
収
録
）
が
あ
る
。
し
か
し
、
孫
強
の
研
究
は
、
残
念
な
が
ら
三
㈡
で
述
べ
る
よ
う
に
、

外
国
に
は
ど
の
よ
う
な
学
説
が
あ
る
の
か
を
紹
介
す
る
程
度
に
留
ま
り
、
訴
追
時
効
制
度
の
運
用
に
ま
で
言
及
し
て
説
を
構
築
し
よ
う
と

す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
曲
新
久
に
よ
る
「
訴
追
時
効
制
度
の
若
干
の
問
題
に
関
す
る
研
究
﹇
追
訴
時
効
制
度
若
干
問
題
研

究
﹈」（
人
民
検
察
（
中
国
・
検
察
日
報
社
）
二
〇
一
四
年
一
七
期
、
二
〇
一
四
年
、
五
〜
一
一
頁
収
録
）
の
み
が
管
見
の
限
り
訴
追
時
効
は
立
案
時

が
時
効
完
成
か
否
か
を
判
断
す
る
基
準
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
言
及
し
て
い
）
7
（

る
。
し
か
し
、
曲
新
久
の
こ
の
研
究
は
あ
く
ま
で
九
七
年
刑

法
第
八
八
条
の
文
言
か
ら
そ
う
述
べ
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
実
際
の
裁
判
結
果
な
ど
を
検
証
す
る
な
ど
法
実
証
的
な
視
点
を
欠
い
て
い
る

と
指
摘
で
き
る
。

　
結
局
の
と
こ
ろ
、
中
国
で
発
表
さ
れ
て
い
る
先
行
研
究
も
含
め
、
訴
追
時
効
制
度
が
ど
の
よ
う
に
運
用
さ
れ
て
い
る
の
か
を
検
討
し
た

研
究
は
管
見
の
限
り
存
在
し
な
い
と
言
え
る
。

㈢
　
本
稿
で
用
い
る
用
語
お
よ
び
本
稿
の
構
成

　
一
㈠
で
、
述
べ
た
よ
う
に
本
稿
は
、「
中
国
で
は
立
法
機
関
お
よ
び
司
法
機
関
の
全
て
に
党
の
意
思
が
反
映
さ
れ
て
お
り
、
中
国
の
法

制
度
を
考
察
す
る
場
合
に
は
、
条
文
だ
け
で
な
く
、
法
律
の
運
用
と
一
体
化
さ
せ
て
観
察
す
る
必
要
が
あ
る
」
と
い
う
視
点
か
ら
訴
追
時

効
制
度
を
正
当
化
す
る
学
説
を
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、「
訴
追
時
効
制
度
を
正
当
化
す
る
学
説
」
と
い
う
表
現
を
用
い
る

が
、
一
般
的
に
は
「
公
訴
時
効
制
度
（
訴
追
時
効
制
度
）
の
存
在
理
由
」
や
「
公
訴
時
効
制
度
（
訴
追
時
効
制
度
）
の
制
度
趣
旨
」
と
言
わ



中国における公訴時効（訴追時効）制度を正当化する学説についての考察

75

れ
る
こ
と
の
方
が
多
い
。
し
か
し
、
日
本
や
中
国
は
、
近
代
国
家
化
の
際
に
「
西
洋
に
導
入
さ
れ
て
い
る
制
度
で
あ
る
」
と
い
う
だ
け
の

理
由
で
、
公
訴
時
効
制
度
（
訴
追
時
効
制
度
）
を
導
入
し
、
そ
の
後
「
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
制
度
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
議
論
が
始

ま
っ
）
8
（
た
。
つ
ま
り
、
日
中
と
も
に
公
訴
時
効
制
度
（
訴
追
時
効
制
度
）
に
つ
い
て
は
、
制
度
趣
旨
が
あ
っ
た
上
で
、
制
度
を
導
入
し
た
わ

け
で
は
な
く
、
先
に
制
度
導
入
が
あ
っ
て
、
そ
の
後
ど
の
よ
う
に
そ
の
制
度
を
説
明
す
る
か
を
考
察
し
始
め
た
。
こ
れ
よ
り
、「
公
訴
時

効
制
度
（
訴
追
時
効
制
度
）
を
正
当
化
す
る
学
説
」
と
呼
ぶ
方
が
歴
史
的
経
緯
に
合
致
し
て
い
る
と
考
え
、
本
稿
で
は
「
正
当
化
」
と
い

う
表
現
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
。

　
ま
た
、
本
稿
で
は
訴
追
時
効
制
度
に
関
す
る
裁
判
結
果
を
検
証
し
て
い
く
が
、
中
国
で
は
全
て
の
裁
判
結
果
が
公
開
さ
れ
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
。
例
え
ば
、
中
国
の
大
学
で
教
鞭
を
執
る
中
国
人
教
授
が
筆
者
に
口
頭
で
述
べ
た
こ
と
だ
が
、「
中
国
で
公
開
さ
れ
て
い
る
案

例
（
筆
者
注
―
「
裁
判
結
果
」
を
意
味
す
る
）
は
、
全
体
の
一
割
程
度
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
」
と
い
う
意
見
も
あ
る
ほ
ど
で
あ
る
。
全

て
の
裁
判
結
果
が
公
開
さ
れ
て
い
な
い
以
上
、
人
民
法
院
で
の
判
断
を
完
全
に
検
証
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
近
い
こ
と

は
で
き
る
と
考
え
る
。
さ
ら
に
、
中
国
で
は
裁
判
結
果
は
「
案
例
」
と
呼
ば
れ
、
後
の
類
似
案
件
に
対
す
る
法
解
釈
に
影
響
を
与
え
な
い

と
さ
れ
て
い
）
9
（
る
。
そ
の
た
め
、
似
た
よ
う
な
事
件
が
あ
っ
た
と
し
て
も
必
ず
し
も
同
じ
よ
う
な
判
断
が
な
さ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
。
し
か

し
、
三
㈠
で
示
す
よ
う
に
、
訴
追
時
効
制
度
の
完
成
点
の
判
断
に
関
す
る
裁
判
結
果
に
は
相
当
の
偏
り
が
あ
り
、
あ
る
種
の
方
向
性
は
定

ま
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
本
稿
は
、
二
〇
一
三
年
五
月
四
日
時
点
で
訴
追
時
効
制
度
に
関
し
て
公
開
さ
れ
て
い
る
全
一
三
九
件
の
案
例
を

素
材
に
考
察
を
進
め
て
い
く
（
し
か
し
、
訴
追
時
効
に
関
し
て
は
、
七
九
年
刑
法
上
の
制
度
と
九
七
年
刑
法
上
の
制
度
で
は
基
本
的
に
変
わ
る
と
こ
ろ

は
な
い）10
（

）。

　
本
稿
の
構
成
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
本
稿
二
で
は
、
訴
追
時
効
制
度
の
条
文
お
よ
び
学
説
を
確
認
す
る
。
続
く
三
で
は
、
訴
追
時
効

制
度
の
実
際
の
運
用
を
見
た
上
で
、
訴
追
時
効
制
度
の
正
当
化
に
関
す
る
通
説
の
批
判
を
行
う
。
そ
し
て
、
四
で
、
三
の
内
容
を
踏
ま
え

た
上
で
訴
追
時
効
制
度
を
正
当
化
す
る
学
説
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
な
の
か
を
考
察
し
、
五
で
本
稿
の
内
容
を
ま
と
め
る
。
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二
　
訴
追
時
効
制
度
の
条
文
お
よ
び
学
説

㈠
　
訴
追
時
効
制
度
の
条
文
と
中
国
の
刑
事
手
続

　
訴
追
時
効
制
度
は
九
七
年
刑
法
で
は
、
第
八
七
条
か
ら
第
八
九
条
ま
で
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
条
文
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

第
八
七
条
　
犯
罪
は
以
下
の
期
限
を
経
過
し
た
場
合
、
起
訴
で
き
な
い
。

　
㈠
　
最
高
法
定
刑
が
五
年
未
満
の
有
期
懲
役
の
場
合
、
五
年
。

　
㈡
　
最
高
法
定
刑
が
五
年
以
上
一
〇
年
未
満
の
有
期
懲
役
の
場
合
、
一
〇
年
。

　
㈢
　
最
高
法
定
刑
が
一
〇
年
以
上
の
有
期
懲
役
の
場
合
、
一
五
年
。

　
㈣ 

　
最
高
法
定
刑
が
無
期
懲
役
、
死
刑
の
場
合
、
二
〇
年
。
二
〇
年
を
経
過
し
て
も
起
訴
が
必
要
な
場
合
は
最
高
人
民
検
察
院
に
報
告
し
そ

の
許
可
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第 

八
八
条
　
人
民
検
察
院
、
公
安
機
関
も
し
く
は
国
家
安
全
機
関
が
立
案
し
て
捜
査
を
始
め
た
後
、
ま
た
は
人
民
法
院
が
事
件
を
受
理
し
た
後
、

捜
査
ま
た
は
裁
判
か
ら
逃
れ
た
場
合
は
、
訴
追
時
効
の
制
限
を
受
け
な
い
。

　 

　
被
害
者
が
起
訴
期
限
内
に
告
発
﹇
控
告
﹈
し
た
場
合
に
お
い
て
、
人
民
法
院
、
人
民
検
察
院
ま
た
は
公
安
機
関
が
立
案
す
べ
き
で
あ
っ
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
立
案
し
な
か
っ
た
場
合
は
、
訴
追
時
効
の
制
限
を
受
け
な
い
。

第 

八
九
条
　
起
訴
期
限
は
、
罪
を
犯
し
た
日
か
ら
起
算
す
る
。
犯
罪
行
為
が
連
続
ま
た
は
継
続
の
状
態
に
あ
る
と
き
は
、
犯
罪
行
為
の
終
了
日

か
ら
起
算
す
る
。

　
　
起
訴
期
限
内
に
再
び
犯
罪
を
行
っ
た
と
き
は
、
前
罪
の
起
訴
期
限
は
後
罪
を
犯
し
た
日
か
ら
起
算
す
る
。
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中
国
の
刑
事
裁
判
は
、
公
訴
手
続
と
自
訴
手
続
の
二
種
に
分
け
ら
れ
）
11
（
る
。
公
訴
手
続
と
は
、
人
民
検
察
院
が
、
国
家
を
代
表
し
て
人
民

法
院
に
対
し
て
刑
事
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
を
い
）
12
（

う
。
こ
れ
に
対
し
、
自
訴
手
続
と
は
、
捜
査
が
不
必
要
で
あ
る
ほ
ど
軽
微
な
一
定
の
犯

罪
や
親
告
罪
に
つ
い
て
被
害
者
が
直
接
人
民
法
院
に
刑
事
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
を
い
う
（
刑
事
訴
訟
法
（
一
九
七
九
年
七
月
一
日
公
布
。
一

九
九
六
年
三
月
一
七
日
お
よ
び
二
〇
一
二
年
三
月
一
四
日
全
面
改
正
。
二
〇
一
三
年
一
月
一
日
改
正
法
施
行
）
第
二
〇
四
）
13
（
条
）。
な
お
、
中
国
で
は
刑
事

裁
判
の
主
た
る
形
態
は
公
訴
手
続
で
あ
り
、
自
訴
手
続
は
あ
く
ま
で
補
助
的
な
形
態
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
）
14
（

る
。

　
な
お
、
公
訴
手
続
は
、
以
下
の
よ
う
な
順
序
を
取
る
。
①
報
案
、
告
発
﹇
控
告
﹈、
通
報
﹇
挙
報
﹈、
自
首
な
ど
、
②
立
案
、
③
捜
査
、

④
起
訴
、
⑤
公
判
、
⑥
判
決
（
報
案
に
関
し
て
の
み
、
日
本
語
に
対
す
る
妙
訳
が
な
い
た
め
中
国
語
原
文
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
。
こ
の
言
葉
の
意
味

は
、
四
㈠
で
説
明
す
）
15
（
る
）。
こ
れ
に
対
し
自
訴
手
続
は
、
①
被
害
者
や
法
定
代
理
人
な
ど
に
よ
る
人
民
法
院
へ
の
提
訴
、
②
立
案
、
③
公
判
、

④
判
決
の
順
序
を
取
）
16
（

る
。
つ
ま
り
、
中
国
で
は
公
訴
手
続
の
場
合
の
み
で
は
な
く
、
自
訴
手
続
の
場
合
に
も
時
効
制
度
が
適
用
さ
れ
る
の

で
、「
公
訴
時
効
制
度
」
で
は
な
く
、「
訴
追
時
効
制
度
」
と
呼
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
は
、
立
案
と
呼
ば
れ
る
手
続
が
非
常
に
独
特
な
制
度
と
な
っ
て
い
る
。
立
案
と
は
、
公
安
機
関
や
人
民
検
察
院
、
人
民
法
院
が

報
案
、
告
発
﹇
控
告
﹈、
通
報
、
自
首
な
ど
に
よ
り
、
管
轄
範
囲
に
従
い
審
査
を
し
、
犯
罪
事
実
が
確
実
に
存
在
す
る
か
と
刑
事
責
任
を

追
及
す
べ
き
か
を
審
査
し
、
あ
わ
せ
て
法
に
よ
り
刑
事
事
件
と
し
て
捜
査
お
よ
び
裁
判
と
い
っ
た
訴
訟
活
動
を
行
う
か
否
か
を
決
定
す
る

こ
と
を
い
）
17
（

う
。
つ
ま
り
、
立
案
と
は
中
国
に
お
い
て
犯
罪
が
起
こ
っ
て
い
る
と
公
安
機
関
や
人
民
検
察
院
、
人
民
法
院
が
考
え
た
と
き
に

行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
犯
罪
を
追
及
す
る
か
否
か
お
よ
び
訴
訟
活
動
を
行
う
か
否
か
を
決
定
す
る
手
続
で
あ
）
18
（
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
立

案
は
、
日
本
の
捜
査
開
始
の
決
定
に
似
て
い
る
と
も
言
え
る
が
、「
訴
訟
活
動
を
行
う
か
否
か
」
ま
で
も
を
決
定
し
て
い
る
点
で
大
き
く

異
っ
て
い
る
と
言
え
）
19
（
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
九
七
年
刑
法
第
八
八
条
第
一
項
は
、
立
案
さ
れ
た
が
、
被
疑
者
が
捜
査
や
裁
判
か
ら
逃
げ
た
場
合
、
ま
た
は
告
発
﹇
控

告
﹈
を
し
て
、
立
案
さ
れ
る
べ
き
に
も
か
か
わ
ら
ず
立
案
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
に
は
訴
追
時
効
の
制
限
を
受
け
な
い
と
し
て
い
る
。
こ
れ
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は
、「
訴
追
時
効
の
延
長
」
制
度
と
呼
ば
れ
て
い
）
20
（
る
。
そ
し
て
、
中
国
で
は
当
該
第
八
八
条
第
一
項
の
解
釈
の
手
法
と
し
て
は
、
二
つ
の

方
法
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
①
訴
追
機
関
に
着
目
し
、
立
案
お
よ
び
捜
査
が
行
わ
れ
た
と
き
に
、
そ
れ
の
み
を
も
っ

て
訴
追
時
効
に
か
か
る
こ
と
は
な
い
と
す
る
、
も
し
く
は
②
被
疑
者
に
着
目
し
て
捜
査
の
立
案
が
な
さ
れ
、
か
つ
被
疑
者
が
捜
査
や
裁
判

か
ら
逃
亡
す
る
た
め
の
行
動
を
取
っ
た
場
合
に
訴
追
時
効
に
か
か
る
こ
と
は
な
い
と
す
る
の
二
通
り
で
あ
る
（
九
七
年
刑
法
第
八
八
条
第
二

項
に
は
、
告
発
﹇
控
告
﹈
し
た
場
合
に
も
訴
追
時
効
の
制
限
を
受
け
な
い
と
し
て
い
る
が
、
こ
ち
ら
は
「
捜
査
ま
た
は
裁
判
か
ら
逃
れ
た
場
合
」
と
い
っ
た

条
件
が
付
さ
れ
て
お
ら
ず
、
解
釈
が
分
か
れ
る
こ
と
は
な
）
21
（
い
）。
ま
た
、
②
の
説
の
場
合
、「
逃
亡
」
と
は
、
犯
罪
後
に
犯
人
が
本
名
や
住
所
を

隠
し
、
捜
査
の
手
か
ら
意
図
的
に
逃
げ
た
場
合
と
解
す
る
べ
き
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
）
22
（

る
。
し
か
し
、「
訴
追
」
時
効
を
謳
い
な
が
ら
、（
解

釈
の
仕
方
は
い
ろ
い
ろ
と
あ
る
も
の
の
）
立
案
さ
れ
れ
ば
そ
れ
の
み
で
時
効
の
制
限
を
受
け
な
い
と
解
釈
で
き
る
条
文
の
存
在
に
よ
り
、「
事

実
上
、
訴
追
時
効
制
度
は
取
り
消
さ
れ
て
い
る
」
と
ま
で
言
わ
れ
批
判
さ
れ
て
い
）
23
（

る
。
ま
た
、
九
七
年
刑
法
第
八
八
条
第
二
項
の
告
発

﹇
控
告
﹈
さ
れ
れ
ば
、
訴
追
時
効
の
制
限
を
受
け
な
い
と
す
る
規
定
も
同
様
で
あ
る
。

㈡
　
訴
追
時
効
制
度
を
正
当
化
す
る
学
説

　
訴
追
時
効
制
度
を
正
当
化
す
る
学
説
は
、
現
在
の
中
国
で
は
主
に
以
下
に
挙
げ
る
三
つ
の
学
説
が
支
持
さ
れ
て
い
る
と
言
え
）
24
（
る
。

・
時
効
の
規
定
は
中
国
の
刑
罰
の
目
的
と
合
致
す
る
。
司
法
機
関
が
犯
罪
者
に
刑
事
責
任
を
追
究
し
刑
罰
を
適
用
す
る
の
は
、
報
復
主
義
の
た
め
で
は

な
く
懲
罰
を
通
じ
て
改
造
を
行
い
（
死
刑
の
即
時
執
行
の
場
合
を
除
）
25
（
く
）、
犯
罪
を
予
防
す
る
こ
と
が
目
的
で
あ
る
。
も
し
犯
罪
者
が
罪
を
犯
し
た

後
相
当
の
期
間
起
訴
さ
れ
ず
、
さ
ら
に
再
び
犯
罪
を
行
わ
な
い
場
合
、
そ
れ
は
少
な
く
と
も
一
定
程
度
の
改
造
が
な
さ
れ
て
い
る
と
解
す
る
べ
き
で

あ
る
。
当
該
犯
罪
者
は
既
に
正
常
の
生
活
を
営
み
、
法
規
を
遵
守
し
、
も
う
社
会
に
危
害
を
及
ぼ
す
こ
と
は
な
く
、
刑
罰
の
特
殊
予
防
の
観
点
か
ら

既
に
起
訴
や
刑
の
執
行
を
行
う
必
要
性
が
な
く
な
っ
て
い
る
（
以
下
、「
目
的
合
致
説
」
と
呼
ぶ
）。
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・
時
効
の
規
定
は
司
法
機
関
の
活
動
に
有
利
で
あ
る
。
犯
罪
後
時
間
が
経
過
す
れ
ば
証
拠
は
散
逸
し
、
証
人
は
死
亡
も
し
く
は
行
方
不
明
と
な
り
、
証

拠
の
収
集
、
捜
査
、
裁
判
の
進
行
が
困
難
と
な
る
。
司
法
機
関
に
と
っ
て
は
現
在
の
犯
罪
を
処
理
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
時
効
の
規
定
が
あ
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
司
法
機
関
は
現
在
の
犯
罪
を
処
理
す
る
こ
と
に
集
中
で
き
る
（
以
下
、「
司
法
機
関
有
利
説
」
と
呼
ぶ
）。

・
時
効
の
規
定
は
人
民
内
部
の
安
定
団
結
に
役
立
つ
。
人
民
の
内
部
で
犯
罪
が
発
生
し
た
場
合
、
重
罪
で
な
く
相
当
期
間
経
過
し
て
も
起
訴
さ
れ
な
い

場
合
、
犯
罪
者
に
対
す
る
恨
み
を
捨
て
、
関
係
改
善
が
な
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
時
効
の
規
定
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
和
睦
関
係
が

保
た
れ
る
の
で
あ
る
（
以
下
、「
安
定
団
結
説
」
と
呼
ぶ
）。

　
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
三
つ
の
説
は
、
あ
く
ま
で
中
国
で
「
主
に
」
支
持
さ
れ
て
い
る
学
説
で
あ
り
、
こ
れ
以
外
に
も
学
説
は
存
在
す
る
。

例
え
ば
、
高
銘
暄
＝
馬
克
昌
（
主
編
）『
刑
法
学
』（
第
五
版
）（
注
（
二
四
））
三
一
〇
頁
〔
李
希
慧
執
筆
部
分
〕
は
前
記
三
つ
の
学
説
の
ほ
か

に
「
人
的
、
物
的
、
財
的
資
源
の
節
約
の
た
め
」
と
い
う
説
明
（
以
下
、「
司
法
資
源
節
約
説
」
と
呼
ぶ
）
を
加
え
た
四
つ
の
学
説
で
公
訴
時

効
制
度
の
存
在
理
由
を
説
明
し
て
い
る
。
ま
た
、
賈
宇
（
主
編
）『
刑
法
学
』（
注
（
二
〇
））
二
五
一
頁
〔
卒
成
執
筆
部
分
〕
は
目
的
合
致
説
、

司
法
資
源
節
約
説
の
ほ
か
に
、「
各
司
法
機
関
が
職
務
を
全
う
し
、
自
己
の
職
責
を
忠
実
に
履
行
し
、
犯
罪
分
子
を
法
律
に
よ
る
制
裁
か

ら
逃
が
さ
な
い
こ
と
を
促
進
す
る
効
果
が
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
訴
追
時
効
制
度
を
設
け
、
起
訴
に
期
限
が
あ
る
が
た
め
、
司

法
機
関
が
迅
速
に
職
務
を
行
う
こ
と
を
間
接
的
に
促
進
す
る
効
果
が
あ
る
と
い
う
意
味
で
述
べ
て
い
る
（
以
下
、「
迅
速
職
務
促
進
説
」
と
い

う
）。

　
ま
た
、
孫
強
「
訴
追
時
効
の
正
当
根
拠
」（
所
蔵
先
は
一
㈡
参
照
）
九
七
〜
九
九
頁
は
、
こ
の
他
に
も
以
下
の
よ
う
な
学
説
が
あ
る
と
述

べ
て
い
る
。
①
改
善
推
定
説
。
犯
罪
者
が
犯
罪
後
相
当
の
期
間
再
び
犯
罪
を
起
こ
さ
な
か
っ
た
場
合
、
悪
性
の
主
観
と
人
身
の
危
険
性
が

改
善
し
、
再
び
罪
を
犯
す
危
険
性
は
消
滅
し
た
と
し
、
当
該
犯
罪
者
は
刑
罰
を
通
じ
る
特
殊
予
防
を
経
る
必
要
が
な
く
な
っ
て
い
る
と
す

る
。
②
刑
罰
同
一
説
（
準
受
刑
説
）。
犯
罪
者
は
犯
罪
後
、
刑
罰
に
よ
る
苦
痛
を
受
け
て
は
い
な
い
。
し
か
し
逃
亡
に
よ
り
昼
夜
問
わ
ず
、
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寝
食
の
間
も
恐
れ
、
長
期
の
逃
亡
生
活
と
恐
怖
に
よ
る
苦
痛
に
苛
ま
れ
、
こ
れ
を
も
っ
て
刑
罰
と
み
な
す
。
③
規
範
感
情
緩
和
説
。
時
の

流
れ
に
よ
っ
て
犯
罪
に
対
す
る
規
範
感
情
が
緩
和
し
、
犯
罪
者
に
対
す
る
処
罰
が
必
ず
し
も
必
要
で
は
な
く
な
る
と
す
る
。
④
事
実
状
態

尊
重
説
（
生
活
状
態
維
持
説
）。
時
効
制
度
は
生
活
状
態
を
維
持
す
る
た
め
の
制
度
で
あ
り
、
刑
罰
の
執
行
の
な
い
状
態
が
長
い
時
間
継
続

す
る
と
、
事
実
上
一
定
の
平
穏
な
社
会
秩
序
が
形
成
さ
れ
る
。
も
し
こ
れ
を
刑
罰
に
よ
っ
て
こ
の
状
態
を
変
更
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
刑

法
の
目
的
で
あ
る
社
会
秩
序
の
保
護
に
反
す
る
。
⑤
権
力
喪
失
説
（
行
使
懈
怠
説
）。
有
効
な
期
限
内
に
起
訴
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
り
、

懲
罰
権
を
喪
失
す
）
26
（
る
。
⑥
社
会
遺
忘
説
。
犯
罪
の
社
会
危
害
性
お
よ
び
社
会
的
影
響
が
時
の
経
過
と
共
に
減
少
し
消
滅
に
至
る
。
犯
罪
者

の
家
庭
生
活
も
既
に
正
常
な
も
の
に
な
っ
て
お
り
、
過
去
の
犯
罪
に
つ
い
て
訴
追
す
る
必
要
は
な
く
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
孫
強
「
訴

追
時
効
の
正
当
根
拠
」
は
以
上
の
よ
う
な
学
説
が
あ
る
と
し
つ
つ
も
、
刑
法
自
身
の
宥
恕
の
効
果
に
説
明
を
求
め
る
べ
き
と
し
て
い
る

（
一
〇
二
頁
）。
こ
れ
は
、
以
下
の
よ
う
な
学
説
で
あ
る
。
軽
微
な
犯
罪
行
為
に
対
し
て
は
事
情
が
過
去
の
こ
と
と
な
り
長
い
時
間
が
経
過

し
た
場
合
、
被
害
者
の
多
く
は
そ
れ
を
忘
れ
あ
る
い
は
憤
恨
の
感
情
が
軽
減
す
る
。
こ
の
よ
う
に
国
家
は
被
害
者
が
長
い
時
を
経
て
も
恨

み
の
感
情
を
持
っ
て
い
る
と
仮
定
す
べ
き
で
は
な
い
。
た
だ
し
、
謀
殺
、
強
姦
な
ど
の
犯
罪
は
長
い
時
を
経
て
も
被
害
者
の
反
応
は
薄
れ

る
こ
と
は
な
く
、
訴
追
時
効
制
度
の
対
象
と
す
る
こ
と
に
正
当
性
は
な
い
。
犯
罪
に
対
す
る
噴
恨
が
な
く
な
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

罰
を
与
え
る
こ
と
は
適
切
で
は
な
い
と
考
え
る
説
で
あ
る
（
一
〇
二
頁
）（
以
下
、「
刑
法
宥
恕
説
」
と
い
う
）。
規
範
感
情
緩
和
説
と
刑
法
宥

恕
説
の
違
い
は
、
規
範
感
情
緩
和
説
が
「
一
律
に
犯
罪
者
に
対
す
る
処
罰
が
必
ず
し
も
必
要
で
は
な
い
」
と
し
て
い
る
の
に
対
し
、
刑
法

宥
恕
説
は
「
謀
殺
、
強
姦
な
ど
の
犯
罪
は
長
い
時
を
経
て
も
被
害
者
の
反
応
は
薄
れ
る
こ
と
は
な
い
」
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
中
国
で

は
最
高
法
定
刑
が
無
期
懲
役
、
死
刑
の
場
合
、
最
高
人
民
検
察
院
に
報
告
し
そ
の
許
可
を
得
れ
ば
公
訴
時
効
に
か
か
る
こ
と
は
な
い
た
め

（
九
七
年
刑
法
第
八
七
条
（
四
））、
規
範
感
情
緩
和
説
よ
り
は
刑
法
宥
恕
説
の
方
が
訴
追
時
効
制
度
を
正
当
化
す
る
学
説
と
し
て
は
適
切
で

あ
る
と
言
え
る
。

　
ま
た
、
于
志
剛
『
追
訴
時
効
制
度
比
較
研
究
』（
中
国
・
法
律
出
版
社
、
一
九
九
八
年
）
六
頁
お
よ
び
二
一
頁
は
、「
訴
追
時
効
制
度
は
健
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全
な
法
制
で
あ
り
、
法
治
国
で
あ
る
こ
と
を
促
進
し
、
公
民
の
基
本
的
人
権
の
存
在
に
重
要
な
意
義
が
あ
る
」
と
説
明
す
る
（
以
下
、「
法

治
・
人
権
説
」
と
呼
ぶ
）。
し
か
し
、
残
念
な
が
ら
こ
こ
で
は
、
訴
追
時
効
制
度
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
な
ぜ
法
治
や
基
本
的
人
権
に
重

要
な
意
義
が
あ
る
の
か
は
説
明
さ
れ
て
い
な
い
。

三
　
訴
追
時
効
制
度
を
正
当
化
す
る
学
説
に
対
す
る
疑
義

　
二
㈡
で
見
た
訴
追
時
効
制
度
を
正
当
化
す
る
学
説
は
、
ど
れ
も
訴
追
時
効
制
度
の
実
際
を
踏
ま
え
た
上
で
の
説
明
が
な
さ
れ
て
い
な
い

と
考
え
ら
れ
る
。
本
章
で
は
、
訴
追
時
効
制
度
の
実
態
を
案
例
か
ら
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
二
㈡
で
見
た
訴
追
時
効
制
度
を
正
当
化
す
る

学
説
の
欠
点
を
指
摘
す
る
。

㈠
　
訴
追
時
効
制
度
の
運
用
の
実
際

　
一
㈢
で
述
べ
た
よ
う
に
、
二
〇
一
三
年
五
月
四
日
時
点
で
中
国
で
は
訴
追
時
効
制
度
に
関
し
て
全
部
で
一
三
九
件
の
案
例
が
公
開
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
う
ち
の
大
多
数
は
、
明
ら
か
に
訴
追
時
効
期
間
が
経
過
し
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
弁
護
人
が
と
り
あ
え
ず
「
訴
追

時
効
が
経
過
し
て
い
る
」
と
主
張
し
た
た
め
に
本
来
訴
追
時
効
制
度
が
論
点
と
な
る
案
例
で
は
な
い
の
に
、
訴
追
時
効
制
度
も
論
点
と

な
っ
て
し
ま
っ
た
案
例
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
、
本
来
訴
追
時
効
制
度
の
問
題
で
は
な
い
案
例
な
ど
を
当
該
一
三
九
件
か
ら
除
く
と
五
四

件
が
検
証
す
べ
き
案
例
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
当
該
五
四
件
を
さ
ら
に
精
査
す
る
と
、
各
案
例
で
訴
追
時
効
に
つ
い
て
述
べ
て
い

る
内
容
は
表
1
の
よ
う
に
分
類
で
き
る
。

　
訴
追
時
効
に
関
す
る
案
例
を
精
査
す
る
こ
と
に
よ
り
、
何
件
か
は
法
律
の
条
文
を
無
視
し
て
い
る
案
例
が
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
分

か
る
。
立
案
時
を
基
準
に
時
効
を
起
算
す
る
と
述
べ
て
い
る
例
、
明
ら
か
に
時
効
完
成
の
期
間
が
来
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
時
効
完
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成
と
述
べ
て
い
る
例
、
時
効
期
間
内
に
立
案
お
よ
び
起
訴
し

て
お
ら
ず
、
そ
の
旨
も
裁
判
内
で
言
及
さ
れ
て
い
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
時
効
の
完
成
を
認
め
ず
有
罪
と
認
定
し
た
例
の

三
件
で
あ
る
。
中
国
で
は
「
司
法
官
員
の
素
質
が
低
い
と
い

う
こ
と
も
問
題
で
あ
り
」、
特
に
五
〇
代
の
裁
判
官
は
「
基

本
的
な
法
律
素
養
を
身
に
つ
け
て
い
な
い
」
と
も
指
摘
が
な

さ
れ
て
い
）
34
（

る
。
も
ち
ろ
ん
、
中
国
で
は
、
政
府
や
党
が
重
要

な
案
件
と
判
断
し
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
先
に
結
論
が
あ
り
、

そ
れ
を
裁
判
に
反
映
さ
せ
る
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
が
見
ら
）
35
（

れ
、

必
ず
し
も
法
律
の
条
文
に
依
拠
し
て
裁
判
が
行
わ
れ
て
い
る

と
い
う
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
も
知
ら
れ
て
い
る
。
し

か
し
、
そ
の
よ
う
な
中
国
に
お
い
て
も
、
公
開
さ
れ
て
い
る

範
囲
に
お
い
て
は
訴
追
時
効
制
度
に
関
し
て
、
明
ら
か
に
法

律
の
条
文
を
無
視
し
た
判
断
を
し
て
い
る
の
は
三
件
の
み
と

言
う
こ
と
は
で
き
る
。
こ
れ
は
、
検
証
す
べ
き
案
例
全
体
の

五
・
五
五
％
（
＝
三
件
÷
五
四
件
）
と
な
っ
て
い
る
。
中
国

の
裁
判
結
果
で
あ
る
案
例
は
一
㈢
で
述
べ
た
よ
う
に
、
後
の

類
似
す
る
案
件
に
対
し
て
法
解
釈
の
拘
束
力
を
持
た
な
い
。

こ
こ
か
ら
、
中
国
の
案
例
を
検
証
す
る
作
業
で
は
、
自
然
科

表１

当該案例が述べている内容 件数

立案時もしくは被害者の告発［控告］時を基準に時効完成を判断すると述
べている例（立案時を基準にする場合、いずれも被疑者が捜査や裁判から
意図的に逃げていたかは判断しておらず、単純に立案時を判断の基準にし
ている）

32件
（
27
）

立案時を基準に時効完成を判断するとは明確には述べていないものの、立
案時が裁判内に示されており、立案時を基準に時効完成を判断しているこ
とが分かる例

２件
（
28
）

立案時を裁判中で示していないため、立案時を基準に時効完成を判断して
いるのかは不明である例（ただし、全て時効は完成していないとしている） 16件

（
29
）

起訴時を基準に時効完成を判断すると述べている例 １件
（
30
）

立案時を基準に時効を起算すると述べている例 １件
（
31
）

明らかに時効完成の期間が来ていないにもかかわらず時効完成と述べてい
る例 １件

（
32
）

時効期間内に立案および起訴しておらず、その旨も裁判内で言及されてい
るにもかかわらず、時効の完成を認めず有罪と認定した例 １件

（
33
）

合計 54件
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学
に
お
け
る
実
験
結
果
の
よ
う
に
、
時
と
し
て
異
常
な
結
果
（
い
わ
ゆ
る
外
れ
値
）
が
出
る
こ
と
が
あ
る
と
言
え
る
。
統
計
学
的
に
言
う

と
、
起
こ
る
確
率
が
一
般
的
に
全
体
の
五
％
以
下
の
場
合
、
そ
れ
は
「
め
っ
た
に
起
こ
ら
な
い
こ
と
」
と
考
え
て
よ
）
36
（

い
。
残
念
な
こ
と
に
、

「
明
確
に
法
律
の
条
文
を
無
視
し
た
判
断
」
は
全
体
の
五
・
五
五
％
存
在
し
て
お
り
、
中
国
で
は
「
め
っ
た
に
起
こ
ら
な
い
こ
と
」
と
統

計
学
的
に
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
つ
ま
り
、
中
国
で
は
明
確
に
法
律
の
条
文
を
無
視
し
た
判
断
は
め
っ
た
に
起
こ
ら
な
い
こ
と
と

は
言
え
な
い
と
言
え
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
訴
追
時
効
の
完
成
を
判
断
す
る
基
準
は
立
案
も
し
く
は
告
発
﹇
控
告
﹈
時
な
の
か
起
訴
時
な
の
か
と
い
う
問
題
に
つ

い
て
は
、
不
明
確
な
結
果
（
立
案
時
を
裁
判
中
で
示
し
て
い
な
い
た
め
、
立
案
時
を
基
準
に
時
効
完
成
を
判
断
し
て
い
る
の
か
は
不
明
で
あ
る
例
）
や

明
ら
か
に
法
律
の
条
文
を
無
視
し
た
判
断
を
し
て
い
る
例
を
除
き
、
立
案
も
し
く
は
告
発
﹇
控
告
﹈
時
で
判
断
さ
れ
て
い
る
例
お
よ
び
起

訴
時
で
判
断
さ
れ
て
い
る
例
で
考
え
て
も
、
起
訴
時
で
判
断
さ
れ
て
い
る
例
は
、
そ
の
全
体
の
二
・
八
五
％
（
＝
一
件
÷
（
三
二
件
＋
二
件

＋
一
件
））
し
か
存
在
し
な
い
。
こ
こ
か
ら
、
統
計
学
的
に
は
訴
追
時
効
の
完
成
時
の
判
断
基
準
は
立
案
も
し
く
は
告
発
﹇
控
告
﹈
時
で
あ

り
、
ま
れ
に
起
訴
時
を
基
準
と
す
る
こ
と
も
あ
る
が
、
そ
れ
は
異
常
な
結
果
（
外
れ
値
）
で
あ
り
、「
め
っ
た
に
起
こ
ら
な
い
こ
と
」
と

考
え
て
よ
い
。
つ
ま
り
、
訴
追
時
効
の
完
成
時
の
基
準
は
基
本
的
に
立
案
も
し
く
は
告
発
﹇
控
告
﹈
時
で
あ
る
と
述
べ
て
構
わ
な
い
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
立
案
も
し
く
は
告
発
﹇
控
告
﹈
時
を
基
準
に
時
効
完
成
を
判
断
し
て
い
て
も
、
二
㈠
で
述
べ
た
よ
う
な
単
純
に
「
事
実
上
訴

追
時
効
制
度
は
取
り
消
さ
れ
て
い
る
」
わ
け
で
も
な
い
。
例
え
ば
、
い
く
つ
か
の
案
例
は
立
案
時
に
既
に
時
効
期
限
が
経
過
し
て
い
れ
ば

時
効
の
完
成
を
認
め
て
い
）
37
（

る
。
そ
の
意
味
で
は
、
起
訴
時
で
は
な
く
立
案
も
し
く
は
告
発
﹇
控
告
﹈
時
に
時
効
完
成
を
判
断
し
て
い
て
も
、

訴
追
時
効
が
完
成
し
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
（
た
だ
し
、
立
案
後
一
〇
年
以
上
経
過
し
て
か
ら
起
訴
さ
れ
て
い
る
）
38
（
例
も
あ
り
、
時
効
が
完
成
し

に
く
く
な
る
こ
と
は
疑
い
が
な
い
と
言
え
る
）。

　
な
お
、
最
高
人
民
検
察
院
が
一
九
八
二
年
八
月
一
九
日
に
発
布
し
た
「
最
高
人
民
検
察
院
の
汚
職
犯
罪
の
訴
追
時
効
問
題
に
関
す
る
回
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答
﹇
最
高
人
民
検
察
院
関
于
貪
汚
罪
訴
追
時
効
問
題
的
復
函
﹈」（
同
日
施
行
。
発
布
番
号
（
一
九
八
二
）
高
検
経
函
字
第
五
号
。
最
高
人
民
検
察
院
に
よ

る
司
法
解
釈
お
よ
び
規
範
性
文
書
の
一
部
を
廃
止
す
る
決
定
﹇
最
高
人
民
検
察
院
関
于
廃
止
部
分
司
法
解
釈
和
規
範
性
文
件
的
決
定
﹈
に
よ
り
、
二
〇
〇
二

年
二
月
二
五
日
失
効
）」
二
、
で
は
「
検
察
機
関
が
立
案
を
決
定
し
た
と
き
訴
追
時
効
の
期
限
が
経
過
し
て
い
な
い
汚
職
犯
罪
で
、
立
案
後
、

捜
査
、
起
訴
あ
る
い
は
判
決
時
に
訴
追
時
効
の
期
限
を
超
え
て
い
た
場
合
は
、
訴
追
時
効
の
期
限
を
経
過
し
た
犯
罪
と
は
み
な
さ
ず
、
法

に
よ
る
追
及
を
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
規
定
し
て
い
）
39
（

た
。
こ
の
規
定
は
七
九
年
刑
法
時
代
の
汚
職
犯
罪
に
対
す
る
規
定
で
あ
る
が
、

こ
の
文
書
の
精
神
は
現
在
も
全
て
の
犯
罪
に
対
し
て
生
き
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
）
40
（
う
。

㈡
　
訴
追
時
効
制
度
の
運
用
実
態
を
見
た
上
で
の
各
学
説
へ
の
批
判

　
三
㈠
で
見
た
よ
う
に
、
訴
追
時
効
は
立
案
も
し
く
は
告
発
﹇
控
告
﹈
時
を
基
準
に
完
成
か
否
か
を
判
断
す
る
と
し
て
運
用
が
な
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
事
実
か
ら
は
、
二
㈡
で
挙
げ
た
訴
追
時
効
制
度
を
正
当
化
す
る
学
説
は
全
て
そ
の
根
拠
を
失
う
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
ず
、

以
下
に
「
主
な
三
つ
の
学
説
」
に
対
す
る
批
判
を
述
べ
る
。

　
目
的
合
致
説
は
、
犯
罪
者
が
罪
を
犯
し
た
後
相
当
の
期
間
起
訴
さ
れ
ず
、
さ
ら
に
再
び
犯
罪
を
行
わ
な
い
場
合
、
少
な
く
と
も
一
定
程

度
の
改
造
が
な
さ
れ
て
い
る
と
し
訴
訟
提
起
や
刑
の
執
行
を
行
う
必
要
性
が
な
く
な
っ
て
い
る
と
し
て
訴
追
時
効
制
度
を
正
当
化
す
る
学

説
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
実
際
に
は
起
訴
さ
れ
ず
と
も
、
立
案
も
し
く
は
告
発
﹇
控
告
﹈
が
な
さ
れ
た
場
合
に
は
訴
追
時
効
制
度
は
適
用

さ
れ
な
い
た
め
、
立
案
も
し
く
は
告
発
﹇
控
告
﹈
後
公
訴
提
起
ま
で
長
い
年
月
を
要
し
、
犯
罪
者
の
改
造
が
進
ん
で
い
て
も
訴
追
時
効
制

度
は
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。

　
司
法
機
関
有
利
説
は
、
犯
罪
後
時
間
が
経
過
す
れ
ば
証
拠
が
散
逸
す
る
な
ど
、
証
拠
の
収
集
、
捜
査
、
裁
判
の
進
行
が
困
難
で
あ
る
こ

と
を
理
由
に
訴
追
時
効
制
度
を
正
当
化
す
る
学
説
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
も
同
様
に
立
案
も
し
く
は
告
発
﹇
控
告
﹈
が
な
さ
れ
て
い

れ
ば
、
長
い
時
が
経
過
し
、
証
拠
が
散
逸
し
た
り
、
証
人
が
死
亡
し
た
り
行
方
不
明
に
な
ろ
う
と
も
訴
追
時
効
制
度
は
適
用
さ
れ
な
い
。
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さ
ら
に
、
中
国
で
は
「
無
罪
の
推
定
」
原
則
が
正
面
か
ら
認
め
ら
れ
て
い
な
）
41
（
い
。
こ
の
た
め
厳
格
な
証
拠
で
な
く
て
も
裁
判
が
進
行
す
る

と
い
う
前
提
が
存
在
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
中
国
で
は
証
拠
の
散
逸
に
よ
っ
て
裁
判
の
進
行
が
困
難
に
な
る
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
と

言
え
る
。
そ
の
た
め
無
罪
推
定
の
観
点
か
ら
も
、
司
法
機
関
有
利
説
は
、
訴
追
時
効
制
度
を
正
当
化
す
る
学
説
と
し
て
は
適
切
で
は
な
い
。

　
安
定
団
結
説
は
、
相
当
期
間
経
過
し
て
も
公
訴
提
起
さ
れ
な
い
場
合
に
犯
罪
者
に
対
す
る
恨
み
は
捨
て
ら
れ
関
係
改
善
が
な
さ
れ
た
と

し
て
訴
追
時
効
制
度
を
正
当
化
す
る
学
説
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
も
立
案
も
し
く
は
告
発
﹇
控
告
﹈
さ
え
さ
れ
て
い
れ
ば
現
実
に
は
恨

み
を
捨
て
関
係
改
善
が
な
さ
れ
る
ほ
ど
長
い
年
月
が
経
過
し
て
い
て
も
訴
追
時
効
制
度
が
適
用
さ
れ
な
い
た
め
（
事
実
、
立
案
さ
れ
て
か
ら

一
〇
年
後
に
起
訴
さ
れ
た
例
が
存
在
す
る
こ
と
は
三
㈠
で
述
べ
た
）、
適
切
な
説
明
と
は
言
え
な
い
。

　
次
に
、
主
な
三
つ
の
学
説
以
外
の
学
説
で
あ
る
）
42
（
が
、
こ
の
い
ず
れ
も
立
案
も
し
く
は
告
発
﹇
控
告
﹈
が
な
さ
れ
れ
ば
訴
追
時
効
は
完
成

し
な
い
と
い
う
実
態
か
ら
、
全
て
批
判
で
き
る
。
こ
の
批
判
を
ま
と
め
る
と
表
2
の
よ
う
に
な
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
立
案
も
し
く
は
告
発
﹇
控
告
﹈
時
を
基
準
に
時
効
完
成
を
判
断
し
て
い
る
と
い
う
取
り
扱
い
か
ら
、
中
国
で
主
張
さ
れ

て
い
る
ほ
と
ん
ど
の
訴
追
時
効
制
度
を
正
当
化
す
る
学
説
は
そ
の
根
拠
を
失
う
と
言
え
る
。
ま
た
、
中
国
の
「
人
権
」
は
、
い
わ
ゆ
る
西

側
諸
国
の
「
人
権
」
と
は
異
な
り
「
個
人
の
利
益
は
集
団
の
利
益
に
服
す
る
」
と
さ
れ
て
い
）
43
（
る
。
そ
の
た
め
、
被
告
人
個
人
の
利
益
を
保

護
す
る
た
め
、
刑
罰
権
と
い
う
国
家
や
集
団
の
利
益
を
制
限
す
る
と
い
う
考
え
方
は
、
中
国
の
人
権
論
と
は
相
い
れ
な
い
と
言
え
、
法

治
・
人
権
説
も
批
判
で
き
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
中
国
で
は
訴
追
時
効
の
期
間
内
に
再
び
罪
を
犯
し
た
と
き
時
効
は
中
断
さ
れ
る
（
九
七
年
刑
法
第
八
九
条
第
二
項
）。
こ
れ

は
、
再
犯
を
行
う
と
い
う
こ
と
は
、
犯
人
は
や
は
り
改
善
し
て
い
な
か
っ
た
と
捉
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
点
に
着
目
す
る

場
合
、
改
善
推
定
説
は
あ
る
程
度
支
持
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
中
国
で
は
最
高
法
定
刑
が
無
期
懲
役
、
死
刑
の
場
合
、
最
高

人
民
検
察
院
に
報
告
し
そ
の
許
可
を
得
れ
ば
時
効
に
か
か
る
こ
と
は
な
く
な
る
（
九
七
年
刑
法
第
八
七
条
（
四
））。
こ
の
点
か
ら
、
重
罪
の

場
合
以
外
を
除
い
て
国
家
は
恨
み
の
感
情
を
持
つ
べ
き
で
は
な
い
と
す
る
刑
法
宥
恕
説
も
あ
る
程
度
の
支
持
を
受
け
る
べ
き
で
あ
る
し
、
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表２

学説 学説の内容 立案もしくは告発［控告］がなされれば時効は
完成しないという視点からの批判

司法資源節約説 訴追時効制度を人的、物
的、財的資源の節約のた
めの制度と捉える

立案もしくは告発［控告］さえされていれば訴
追時効は完成しないため、人的、物的、在的資
源の節約はできない

迅速職務推進説 起訴に期限があるがため、
司法機関が迅速に職務を
行うことを促進する効果
がある

立案もしくは告発［控告］さえされていれば訴
追時効は完成しないため、訴追時効制度が司法
機関に迅速に職務を行うことを促進する効果が
あるとは期待できない

改善推定説 犯罪者が犯罪後相当の期
間再び犯罪を起こさな
かった場合、再び罪を犯
す危険性は消滅している

立案もしくは告発［控告］されてから起訴まで
長時間を要し、再び罪を犯す危険性が消滅して
いたとしても訴追時効は完成しない

刑罰同一説（準受
刑説）

逃亡により昼夜問わず、
寝食の間も恐れ、長期の
逃亡生活と恐怖による苦
痛に苛まれ、これをもっ
て刑罰とみなす

立案もしくは告発［控告］されてから起訴まで
長時間を要し、長期の逃亡生活と恐怖により刑
罰に等しい苦痛を受けたとしても訴追時効は完
成しない

規範感情緩和説 時の流れによって犯罪に
対する規範感情が緩和し、
犯罪者に対する処罰が必
ずしも必要ではなくなる

立案もしくは告発［控告］さえされていれば規
範感情が緩和し、処罰が必要なくなったとして
も訴追時効が完成することはない

事実状態尊重説
（生活状態維持説）

「刑罰が科されていな
い」という事実状態を尊
重する

立案もしくは告発［控告］さえされていれば
「刑罰が科されていない」という事実状態が長
時間継続していたとしても訴追時効が完成する
ことはない

権力喪失説（行使
懈怠説）

有効な期限内に起訴され
なかったことにより、懲
罰権を喪失する

立案もしくは告発［控告］さえされていれば長
時間起訴されなくても訴追時効が完成すること
はない

社会遺忘説 犯罪の社会危害性および
社会的影響が時の経過と
共に減少する

立案もしくは告発［控告］さえされていれば社
会危害性や社会的影響が減少したとしても訴追
時効が完成することはない

刑法宥恕説 国家は被害者が長い時を
経ても恨みの感情を持っ
ていると仮定すべきでは
ない。ただし重罪の場合
は除く

立案もしくは告発［控告］さえされていれば恨
みの感情がなくなったとしても訴追時効が完成
することはない
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一
定
の
重
罪
は
規
範
感
情
が
緩
和
す
る
こ
と
は
な
い
、
社
会
危
害
性
が
減
少
す
る
こ
と
は
な
い
と
捉
え
れ
ば
、
規
範
感
情
緩
和
説
や
社
会

遺
忘
説
も
あ
る
程
度
の
支
持
を
受
け
る
べ
き
と
考
え
ら
れ
る
。

四
　
訴
追
時
効
制
度
を
正
当
化
す
る
学
説
を
ど
う
捉
え
る
べ
き
か

　
こ
こ
ま
で
訴
追
時
効
制
度
を
正
当
化
す
る
学
説
と
訴
追
時
効
制
度
に
関
す
る
案
例
を
検
証
し
て
き
た
。
こ
こ
か
ら
、
こ
れ
ま
で
の
訴
追

時
効
制
度
を
正
当
化
す
る
学
説
は
全
て
否
定
さ
れ
る
と
い
う
結
論
が
得
ら
れ
た
。

　
訴
追
時
効
制
度
は
九
七
年
刑
法
第
八
八
条
（
七
九
年
刑
法
で
は
第
七
七
条
）
の
時
効
の
延
長
制
度
に
よ
り
、
立
案
も
し
く
は
告
発
﹇
控

告
﹈
時
を
基
準
に
時
効
完
成
を
判
断
し
て
い
る
か
ら
で
あ
）
44
（

る
。
ま
た
、
時
効
の
延
長
制
度
と
い
う
特
色
あ
る
制
度
を
導
入
し
な
が
ら
も
、

注
（
42
）
で
述
べ
た
よ
う
に
、
他
国
の
公
訴
時
効
制
度
を
正
当
化
す
る
学
説
を
直
接
移
植
す
る
こ
と
で
、
中
国
の
訴
追
時
効
制
度
を
説
明

で
き
る
と
考
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
中
国
の
研
究
の
姿
勢
に
も
問
題
は
あ
る
。
こ
こ
で
は
本
稿
の
結
論
と
し
て
訴
追
時
効
制
度
の
正
当
化

は
ど
の
よ
う
に
な
さ
れ
る
べ
き
な
の
か
を
考
察
し
た
い
。

㈠
　
日
本
の
告
訴
期
間
と
の
類
似
性

　
中
国
に
お
け
る
訴
追
時
効
制
度
運
用
の
実
態
を
見
る
と
、
訴
追
時
効
の
延
長
制
度
を
用
い
実
際
に
は
訴
追
時
効
の
完
成
を
判
断
す
る
時

点
が
、「
起
訴
し
た
と
き
」
で
は
な
く
「
公
安
機
関
な
ど
に
立
案
さ
れ
た
と
き
も
し
く
は
被
害
者
が
告
発
﹇
控
告
﹈
し
た
と
き
」
と
な
っ

て
い
る
。
こ
の
点
か
ら
、
訴
追
時
効
制
度
は
、
日
本
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
告
訴
期
間
」
に
近
い
制
度
と
言
え
る
。
本
節
で
は
、
日
本
の
告

訴
期
間
制
度
、
さ
ら
に
中
国
の
そ
れ
に
相
当
す
る
制
度
を
見
て
お
く
。

　
日
本
に
お
い
て
告
訴
と
は
、
被
害
者
本
人
ま
た
は
そ
の
法
定
代
理
人
（
親
権
者
、
後
見
人
）
が
捜
査
機
関
に
対
し
犯
罪
事
実
を
申
告
し
、
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犯
人
の
処
罰
を
求
め
る
意
思
表
示
で
あ
る
（
日
本
の
刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
二
三
年
（
一
九
四
八
年
）
七
月
一
〇
日
公
布
。
平
成
二
六
年
（
二
〇
一
四

年
）
六
月
二
五
日
最
終
改
正
。
同
年
七
月
一
五
日
改
正
法
施
行
）
第
二
三
〇
条
、
第
二
三
一
条
第
一
）
45
（

項
）。
そ
し
て
、
親
告
罪
に
対
す
る
告
訴
は
、
性

犯
罪
の
場
合
を
除
き
犯
人
を
知
っ
た
日
か
ら
六
か
月
以
内
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
れ
を
告
訴
期
間
と
い
う
（
日
本
の
刑
事
訴
訟
法
第

二
三
五
条
第
一
項
）。
日
本
で
は
さ
ら
に
告
訴
に
類
似
す
る
制
度
と
し
て
告
発
が
あ
る
。
告
発
は
、
捜
査
機
関
に
対
し
犯
罪
事
実
を
申
告
し
、

犯
人
の
訴
追
を
求
め
る
意
思
表
示
で
あ
り
、
誰
で
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
（
日
本
の
刑
事
訴
訟
法
第
二
三
九
条
第
一
項
）。
つ
ま
り
、
告
発
に

は
一
定
の
告
訴
権
者
の
み
が
行
え
る
と
い
っ
た
制
限
は
お
ろ
か
期
間
制
限
も
な
い
。

　
中
国
に
は
日
本
の
告
訴
や
告
発
に
相
当
す
る
制
度
と
し
て
、
告
訴
、
報
案
お
よ
び
告
発
﹇
控
告
﹈
が
あ
る
（
刑
事
訴
訟
法
第
一
五
条
第
四

号
、
第
一
〇
八
条
第
二
項
、
第
二
〇
四
条
）。
中
国
に
お
け
る
告
訴
と
は
、
親
告
罪
に
お
い
て
被
害
者
が
人
民
法
院
に
そ
の
犯
罪
を
報
告
し
、

自
訴
を
行
う
行
為
で
あ
る
（
被
害
者
が
死
亡
、
行
為
能
力
の
喪
失
あ
る
い
は
強
制
、
威
嚇
な
ど
に
よ
り
親
告
罪
に
対
す
る
告
訴
で
き
な
い
場
合
、
あ
る

い
は
制
限
行
為
能
力
者
お
よ
び
老
齢
、
疾
病
、
盲
目
、
聾
啞
な
ど
に
よ
り
自
ら
告
訴
で
き
な
い
場
合
に
は
そ
の
法
定
代
理
人
、
近
親
者
が
告
訴
権
者
と
な
る

（
最
高
人
民
法
院
の
「
中
華
人
民
共
和
国
刑
事
訴
訟
法
」
の
適
用
に
関
す
る
解
釈
﹇
最
高
人
民
法
院
関
于
適
用
《
中
華
人
民
共
和
国
刑
事
訴
訟
法
》
的
解

釈
﹈（
二
〇
一
二
年
一
二
月
二
〇
日
公
布
。
二
〇
一
三
年
一
月
一
日
施
行
）
第
二
六
〇
）
46
（

条
））（
最
高
人
民
法
院
の
「
中
華
人
民
共
和
国
刑
事
訴
訟
法
」
の
適

用
に
関
す
る
解
釈
第
一
条
）。
つ
ま
り
、
中
国
に
お
け
る
「
告
訴
」
と
は
、
日
本
に
お
け
る
「
親
告
罪
に
対
す
る
告
訴
」
と
同
様
の
制
度
と

考
え
て
よ
い
が
、
日
本
の
も
の
と
違
い
告
訴
期
間
は
設
け
ら
れ
て
い
な
い
。
報
案
と
は
、
被
害
者
に
限
ら
ず
、
全
て
の
団
体
も
し
く
は
個

人
が
犯
罪
事
実
の
発
生
を
発
見
し
た
が
、
被
疑
者
が
不
明
で
あ
る
場
合
に
、
公
安
機
関
、
人
民
検
察
院
、
人
民
法
院
に
報
告
を
す
る
こ
と

を
い
）
47
（
う
。
告
発
﹇
控
告
﹈
は
、
被
害
者
お
よ
び
そ
の
近
親
者
あ
る
い
は
訴
訟
代
理
人
が
人
身
あ
る
い
は
財
産
の
権
利
の
犯
罪
事
実
あ
る
い

は
犯
罪
嫌
疑
者
を
公
安
や
司
法
機
関
に
対
し
報
告
し
侵
害
者
の
法
律
責
任
を
追
及
す
る
行
為
で
あ
）
48
（

る
。
報
案
と
告
発
﹇
控
告
﹈
の
違
い
は

次
の
二
点
に
あ
る
と
言
わ
れ
）
49
（
る
。
①
報
案
は
被
害
者
の
他
、
当
該
事
件
に
直
接
の
利
害
関
係
の
な
い
団
体
や
個
人
も
行
う
こ
と
が
で
き
る

の
に
対
し
、
告
発
﹇
控
告
﹈
は
犯
罪
行
為
に
よ
り
直
接
侵
害
を
受
け
た
被
害
者
や
そ
の
近
親
者
の
み
が
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
②
報
案
は
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た
だ
そ
の
犯
罪
状
況
を
知
っ
て
い
る
者
が
公
安
司
法
機
関
に
対
し
て
行
う
一
種
の
犯
罪
に
対
す
る
情
報
提
供
で
あ
る
の
に
対
し
、
告
発

﹇
控
告
﹈
は
被
害
者
が
公
安
や
司
法
機
関
に
犯
罪
行
為
を
行
っ
た
者
の
刑
事
責
任
の
追
及
を
求
め
る
明
確
な
意
思
表
示
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
中
国
で
は
告
訴
の
み
な
ら
ず
、
報
案
や
告
発
﹇
控
告
﹈
に
も
期
限
が
設
け
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
こ
か
ら
、
日
本
で
い
う
告
訴

期
間
制
度
の
機
能
を
訴
追
時
効
制
度
が
担
っ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
下
地
が
あ
る
と
言
え
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

㈡
　
日
本
に
お
け
る
告
訴
期
間
制
度
を
参
考
に
し
て

　
中
国
に
お
い
て
立
案
は
必
ず
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
は
な
い
。
刑
事
訴
訟
法
第
一
〇
七
条
で
は
「
公
安
機
関
ま
た
は
人
民

検
察
院
は
、
犯
罪
事
実
ま
た
は
被
疑
者
を
発
見
し
た
場
合
に
は
管
轄
に
従
い
立
案
し
、
捜
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
規
定
し
、
公
安

な
ど
が
犯
罪
事
実
を
発
見
し
た
場
合
に
は
立
案
は
必
ず
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
同
法
第
一
一
〇
条
は

「
人
民
法
院
、
人
民
検
察
院
ま
た
は
公
安
機
関
は
、
報
案
、
告
発
﹇
控
告
﹈、
通
報
お
よ
び
自
首
の
資
料
に
つ
い
て
管
轄
に
従
い
、
迅
速
に

審
査
を
行
い
、
犯
罪
事
実
が
存
在
し
刑
事
責
任
を
追
及
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
場
合
に
は
、
事
件
を
立
案
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
報
案
、
告
発
﹇
控
告
﹈、
通
報
お
よ
び
自
首
に
よ
り
犯
罪
事
実
が
発
覚
し
た
場
合
、
犯
罪
事
実
が
存
在
し
て
も
刑

事
責
任
を
追
及
す
る
必
要
が
な
い
と
判
断
さ
れ
れ
ば
立
案
は
な
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
一
部
の
刑
事
事
件
に
つ
い
て
は
、
立

案
な
さ
れ
る
か
は
公
安
機
関
な
ど
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
日
本
に
お
け
る
告
訴
期
間
の
制
度
趣
旨
は
、「
刑
事
訴
追
を
私
人
の
意
思
に
か
か
わ
ら
せ
る
状
態
を
無
制
限
に
放
置
す
る
こ
と
に
よ
る

弊
害
の
回
避
」
と
言
わ
れ
て
い
）
50
（

る
。
訴
追
時
効
の
完
成
の
判
断
基
準
が
、
立
案
も
し
く
は
告
発
﹇
控
告
﹈
時
で
あ
り
、
立
案
を
決
定
す
る

か
否
か
が
公
安
機
関
な
ど
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
以
上
、
日
本
の
告
訴
期
間
の
制
度
趣
旨
を
真
似
て
、「
立
案
の
決
定
を
公
安
な
ど

の
意
思
に
か
か
わ
ら
せ
る
状
態
を
無
制
限
に
放
置
す
る
こ
と
に
よ
る
弊
害
を
回
避
す
る
た
め
の
制
度
で
あ
る
。
た
だ
し
、
告
発
﹇
控
告
﹈

が
な
さ
れ
て
い
て
被
害
者
の
刑
事
訴
追
を
望
む
意
思
が
明
確
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
公
安
な
ど
の
裁
量
で
立
案
が
な
さ
れ
な
い
場
合
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の
起
訴
権
も
救
済
す
る
」
と
い
う
訴
追
時
効
制
度
を
正
当
化
す
る
学
説
を
構
築
す
る
こ
と
は
十
分
に
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

㈢
　
訴
追
時
効
制
度
を
正
当
化
す
る
学
説
に
関
す
る
総
括

　
司
法
実
務
も
含
め
る
と
中
国
に
お
け
る
訴
追
時
効
制
度
は
そ
の
実
態
か
ら
的
確
に
名
づ
け
れ
ば
「
立
案
も
し
く
は
告
発
﹇
控
告
﹈
時

効
」
と
呼
ぶ
べ
き
制
度
で
あ
る
。
本
稿
は
、
こ
こ
ま
で
の
議
論
で
、
こ
の
よ
う
な
制
度
を
的
確
に
正
当
化
す
る
た
め
に
は
「
立
案
の
決
定

を
公
安
な
ど
の
意
思
に
か
か
わ
ら
せ
る
状
態
を
無
制
限
に
放
置
す
る
こ
と
に
よ
る
弊
害
を
回
避
す
る
た
め
の
制
度
で
あ
る
。
た
だ
し
、
告

発
﹇
控
告
﹈
が
な
さ
れ
て
い
て
被
害
者
の
刑
事
訴
追
を
望
む
意
思
が
明
確
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
公
安
な
ど
の
裁
量
で
立
案
が
な
さ

れ
な
い
場
合
の
起
訴
権
も
救
済
す
る
」
と
い
う
説
明
が
適
当
な
の
で
は
な
い
か
と
の
結
論
を
得
た
。

　
し
か
し
、
こ
れ
で
は
ま
だ
不
足
す
る
箇
所
が
あ
る
。
中
国
で
は
訴
追
時
効
の
期
間
内
に
再
び
罪
を
犯
し
た
場
合
に
は
時
効
が
中
断
す
る

と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
時
効
中
断
理
由
を
も
含
め
て
訴
追
時
効
制
度
を
正
当
化
す
る
学
説
を
構
築
す
る
に
は
、
改
善
推
定
説

（
犯
罪
者
が
犯
罪
後
相
当
の
期
間
再
び
犯
罪
を
起
こ
さ
な
か
っ
た
場
合
、
再
び
罪
を
犯
す
危
険
性
は
消
滅
し
て
い
る
）
を
取
り
込
ん
で
説
明
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
最
高
法
定
刑
が
無
期
懲
役
、
死
刑
の
場
合
、
最
高
人
民
検
察
院
に
報
告
し
そ
の
許
可
を
得
れ
ば
時
効
に
か
か
る

こ
と
は
な
く
な
る
た
め
、
刑
法
宥
恕
説
（
重
罪
の
場
合
を
除
い
て
、
国
家
は
恨
み
の
感
情
を
持
つ
べ
き
で
は
な
い
と
す
る
）
の
よ
う
な
「
重
罪
の

場
合
を
除
い
て
」
と
い
う
留
保
も
付
け
る
必
要
が
あ
る
。

　
以
上
を
総
括
す
る
と
、
訴
追
時
効
制
度
を
正
当
化
す
る
学
説
と
し
て
は
、「
最
高
法
定
刑
が
無
期
懲
役
、
死
刑
の
場
合
で
最
高
人
民
検

察
院
が
個
別
に
認
定
し
た
重
罪
を
除
い
て
、
立
案
の
決
定
な
ど
を
公
安
機
関
な
ど
の
自
由
な
意
思
に
か
か
わ
ら
せ
る
状
態
を
、
無
制
限
に

放
置
す
る
こ
と
に
よ
る
弊
害
を
回
避
す
る
た
め
の
制
度
だ
が
、
犯
人
の
社
会
危
害
性
が
消
滅
し
て
い
な
か
っ
た
場
合
（
す
な
わ
ち
再
犯
を

起
こ
し
た
場
合
）、
公
安
機
関
な
ど
は
当
該
犯
罪
者
に
つ
い
て
再
考
す
る
た
め
の
猶
予
を
与
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
告
発
﹇
控
告
﹈
が
な
さ
れ

て
い
て
被
害
者
の
刑
事
訴
追
を
望
む
意
思
が
明
確
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
公
安
な
ど
の
裁
量
で
立
案
が
な
さ
れ
な
い
場
合
の
起
訴
権
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も
救
済
す
る
」
と
捉
え
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。

五
　
お
わ
り
に

　
本
稿
で
は
、
今
ま
で
手
を
つ
け
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
中
国
の
訴
追
時
効
制
度
を
正
当
化
す
る
学
説
に
つ
い
て
考
察
を
行
っ
た
。
日
本
に

お
け
る
公
訴
時
効
制
度
を
正
当
化
す
る
学
説
も
、
時
効
の
停
止
な
ど
と
合
わ
せ
れ
ば
う
ま
く
正
当
化
で
き
て
い
る
よ
う
に
は
思
わ
れ
な
）
51
（
い
。

し
か
し
、
中
国
の
方
が
問
題
は
大
き
い
。
本
稿
で
は
、
訴
追
時
効
制
度
を
正
当
化
す
る
学
説
を
考
察
す
る
た
め
に
、
訴
追
時
効
制
度
の
実

際
の
運
用
も
含
め
て
考
察
し
て
き
た
。
三
権
分
立
を
採
用
し
て
お
ら
ず
、
人
民
法
院
も
全
国
人
民
代
表
大
会
の
指
導
を
受
け
る
立
場
で
あ

る
中
国
で
は
理
論
上
、
法
律
の
条
文
、
司
法
解
釈
、
各
人
民
法
院
で
の
判
断
の
全
て
に
全
国
人
民
代
表
大
会
の
意
思
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
全
国
人
民
代
表
大
会
お
よ
び
人
民
法
院
、
人
民
検
察
院
、
公
安
機
関
な
ど
全
て
を
「
指
導
」
す
る
存
在
と
し
て
、
中
国
共
産
党

が
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
法
律
の
条
文
、
司
法
解
釈
、
各
人
民
法
院
で
の
判
断
の
全
て
に
何
ら
か
の
統
一
さ
れ
た
意
思
が
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
の
た
め
中
国
で
制
度
趣
旨
や
制
度
を
正
当
化
す
る
学
説
を
探
る
た
め
に
は
各
人
民
法
院
で
の
判
断
を
取
り
込
む
こ
と
は
必
須
の
作

業
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
日
本
で
は
三
権
分
立
が
採
用
さ
れ
て
い
る
た
め
、
法
律
の
目
的
（
立
法
権
の
意
思
）
と
法
律
の
運
用
（
行

政
権
の
意
思
）
と
裁
判
所
の
判
断
（
司
法
権
の
意
思
）
が
異
な
っ
て
い
て
も
、
制
度
上
、
特
に
問
題
は
な
い
。
し
か
し
、
中
国
に
お
け
る
先

行
研
究
は
こ
の
よ
う
な
こ
と
に
は
言
及
せ
ず
、
今
ま
で
条
文
だ
け
を
見
て
、
制
度
を
正
当
化
し
よ
う
と
し
、
さ
ら
に
は
中
国
に
特
有
の
制

度
に
着
目
せ
ず
外
国
の
学
説
を
そ
の
ま
ま
移
植
す
る
と
い
う
手
法
を
と
っ
て
き
た
。

　
本
稿
は
そ
の
よ
う
な
中
国
に
お
け
る
現
状
に
警
鐘
を
鳴
ら
し
、
さ
ら
に
従
来
の
中
国
の
訴
追
時
効
制
度
を
正
当
化
す
る
学
説
よ
り
、
中

国
の
訴
追
時
効
制
度
の
「
真
の
姿
」
に
迫
る
説
明
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
こ
こ
に
本
稿
の
意
義
は
あ
る
。

　
本
稿
は
、
日
本
語
で
書
か
れ
て
は
い
る
が
、
今
後
、
中
国
の
学
術
界
に
寄
与
す
る
こ
と
が
あ
れ
ば
筆
者
と
し
て
は
望
外
の
喜
び
で
あ
）
52
（
る
。
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※
﹇
　
﹈
は
直
前
の
単
語
の
中
国
語
原
文
を
表
し
、
原
則
と
し
て
初
出
の
場
合
に
の
み
付
し
た
。
た
だ
し
、「
告
発
」
の
み
日
本
語
の
「
告
発
」
と
の

混
同
を
避
け
る
た
め
、
全
て
に
中
国
語
原
文
を
付
し
た
。

（
1
）  
道
谷
卓
「
公
訴
時
効

―
歴
史
的
考
察
を
中
心
と
し
て

―
」（
関
西
大
学
法
学
論
集
四
三
巻 

五
号
、
一
九
九
四
年
）
七
三
頁
。

（
2
）  
松
尾
浩
也
「
公
訴
の
時
効
」（
日
本
刑
法
学
会
（
編
集
）『
刑
事
訴
訟
法
講
座
（
第
一
巻
）』
有
斐
閣
、
一
九
六
三
年
）
二
一
一
頁
。

（
3
）  
日
本
に
お
け
る
公
訴
時
効
制
度
を
正
当
化
す
る
学
説
に
関
す
る
議
論
は
越
田
崇
夫
『
公
訴
時
効
の
見
直
し
（
調
査
と
情
報
　
第
六
七
九
号
）』

（
国
立
国
会
図
書
館
、
二
〇
一
〇
年
）
二
頁
な
ど
を
参
照
。

（
4
）  

日
本
で
は
、
公
訴
時
効
制
度
は
刑
事
訴
訟
法
上
の
制
度
で
あ
る
が
、
中
国
の
訴
追
時
効
制
度
は
刑
法
上
の
制
度
と
な
っ
て
い
る
。

（
5
）  

高
見
澤
磨
＝
鈴
木
賢
﹇
ほ
か
﹈『
現
代
中
国
法
入
門
』
第
七
版
（
有
斐
閣
、
二
〇
一
六
年
）
七
八
頁
〔
鈴
木
賢
執
筆
部
分
〕。

（
6
）  

高
見
澤
磨
＝
鈴
木
賢
﹇
ほ
か
﹈・
前
掲
注
（
5
）
二
八
七
〜
二
八
八
頁
〔
高
見
澤
磨
執
筆
部
分
〕。

（
7
）  

曲
新
久
「
追
訴
時
効
制
度
若
干
問
題
研
究
」（
人
民
検
察
（
中
国
・
検
察
日
報
社
）
二
〇
一
四
年
一
七
期
、
二
〇
一
四
年
）
五
頁
。

（
8
）  

日
本
の
こ
の
よ
う
な
制
度
導
入
に
つ
い
て
は
、
織
田
純
一
郎
『
治
罪
法
注
釋
』（
坂
下
半
七
（
個
人
出
版
）
一
八
八
〇
年
）
二
四
頁
、
須
原
鐡

三
『
治
罪
法
釋
義
』（
警
視
廰
、
一
八
八
〇
年
）
二
一
二
頁
な
ど
を
参
照
。
中
国
の
こ
の
よ
う
な
制
度
導
入
に
つ
い
て
は
、
高
漢
成
（
主
編
）

『《
大
清
新
刑
律
》
立
法
資
料
匯
編
』（
中
国
・
社
会
科
学
文
献
出
版
、
二
〇
一
三
年
）
六
四
三
頁
を
参
照
。

（
9
）  

宇
田
川
幸
則
「
中
国
」（
鮎
京
正
訓
（
編
）『
ア
ジ
ア
法
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
九
年
）
二
四
頁
。
高
見
沢
磨
＝
鈴
木

賢
﹇
ほ
か
﹈・
前
掲
注
（
5
）
一
一
〇
頁
〔
鈴
木
賢
執
筆
部
分
〕
な
ど
。

（
10
）  

こ
れ
ら
の
「
案
例
」
は
中
国
に
お
け
る
最
大
級
の
有
料
法
律
情
報
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
「
北
大
法
意
」
に
よ
っ
た
。
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
は
〈http://

w
w
w.law

yee.net/

〉。

（
11
）  

龍
宗
智
＝
楊
建
広
（
主
編
）『
刑
事
訴
訟
法
』
第
四
版
（
中
国
・
高
等
教
育
出
版
社
、
二
〇
一
二
年
）
三
三
四
頁
〔
龍
宗
智
執
筆
部
分
〕。
王
国

枢
（
主
編
）『
刑
事
訴
訟
法
学
』
第
五
版
（
中
国
・
北
京
大
学
出
版
社
、
二
〇
一
三
年
）
二
頁
〔
王
国
枢
執
筆
部
分
〕。

（
12
）  

陳
衛
東
（
主
編
）『
刑
事
訴
訟
法
』
第
四
版
（
中
国
・
中
国
人
民
大
学
出
版
社
、
二
〇
一
四
年
）
二
四
九
頁
、〔
姚
莉
執
筆
部
分
〕。
龍
宗
智
＝

楊
建
広
（
主
編
）・
前
掲
注
（
11
）
三
三
一
頁
、
三
三
四
頁
〔
龍
宗
智
執
筆
部
分
〕。

（
13
）  

樊
崇
義
（
主
編
）『
刑
事
訴
訟
法
学
』（
中
国
・
中
国
政
法
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年
）
四
一
四
〜
四
一
五
頁
〔
張
建
偉
執
筆
部
分
〕。
龍
宗

智
＝
楊
建
広
（
主
編
）・
前
掲
注
（
11
）
三
三
一
頁
、
三
三
四
頁
〔
龍
宗
智
執
筆
部
分
〕。
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（
14
）  

龍
宗
智
＝
楊
建
広
（
主
編
）・
前
掲
注
（
11
）
三
三
四
頁
〔
龍
宗
智
執
筆
部
分
〕。
陳
衛
東
（
主
編
）・
前
掲
注
（
12
）
二
四
四
頁
〔
姚
莉
執
筆

部
分
〕。

（
15
）  

河
村
有
教
「
現
代
中
国
刑
事
司
法
の
性
格

―
刑
事
手
続
上
の
人
権
を
中
心
と
し
て
」（
神
戸
大
学
、
博
士
学
位
論
文
、
二
〇
〇
六
年
）
六
一

頁
。

（
16
）  
河
村
有
教
・
前
掲
注
（
15
）
六
一
頁
。
陳
衛
東
（
主
編
）・
前
掲
注
（
12
）
二
一
一
頁
〔
姚
莉
執
筆
部
分
〕。

（
17
）  
小
口
彦
太
＝
田
中
信
行
『
現
代
中
国
法
』
第
二
版
（
成
文
堂
、
二
〇
一
二
年
）
一
五
三
〜
一
五
四
頁
〔
小
口
彦
太
執
筆
部
分
〕。
龍
宗
智
＝
楊

建
広
（
主
編
）・
前
掲
注
（
11
）
二
四
五
頁
〔
聶
立
澤
執
筆
部
分
〕。
王
国
枢
（
主
編
）・
前
掲
注
（
11
）
一
八
〇
頁
〔
武
延
平
執
筆
部
分
〕。
中
国

の
刑
事
訴
訟
法
は
「
公
安
機
関
も
し
く
は
人
民
検
察
院
は
犯
罪
事
実
も
し
く
は
犯
罪
被
疑
者
を
発
見
し
た
場
合
、
管
轄
範
囲
に
従
い
立
案
捜
査
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
第
一
〇
七
条
）、「
人
民
法
院
、
人
民
検
察
院
も
し
く
は
公
安
機
関
は
報
案
、
告
発
﹇
控
告
﹈、
通
報
お
よ
び
自
首
な
ど

に
よ
り
、
管
轄
範
囲
に
従
い
、
迅
速
に
審
査
を
行
い
、
犯
罪
事
実
が
存
在
し
、
刑
事
責
任
を
追
及
す
る
必
要
が
あ
る
と
き
、
立
案
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
犯
罪
事
実
が
存
在
し
な
い
も
し
く
は
犯
罪
事
実
が
明
ら
か
に
軽
微
で
あ
り
、
刑
事
責
任
を
追
及
す
る
必
要
が
な
い
と
き
、
立
案
は
し
な

い
も
の
と
し
、
不
立
案
の
原
因
を
控
告
人
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
控
告
人
に
不
服
が
あ
る
場
合
は
、
不
服
審
査
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
」

（
第
一
一
〇
条
）
と
規
定
し
て
い
る
。

（
18
）  

陳
衛
東
（
主
編
）・
前
掲
注
（
12
）
二
〇
六
〜
二
〇
七
頁
〔
姚
莉
執
筆
部
分
〕。
樊
崇
義
（
主
編
）・
前
掲
注
（
13
）
三
三
六
頁
〔
万
毅
執
筆
部

分
〕。

（
19
）  

「
立
案
は
中
国
に
特
有
な
訴
訟
手
続
き
お
よ
び
制
度
で
あ
る
。
旧
ソ
連
、
旧
東
欧
諸
国
お
よ
び
モ
ン
ゴ
ル
な
ど
の
国
家
は
、
我
が
国
（
筆
者

注
―
「
中
国
」
を
意
味
す
る
）
に
類
似
す
る
制
度
を
持
っ
て
い
た
」
と
言
わ
れ
、
日
本
な
ど
の
刑
事
手
続
と
は
大
き
く
異
な
る
こ
と
は
中
国
で
も

認
め
ら
れ
て
い
る
。
陳
衛
東
（
主
編
）・
前
掲
注
（
12
）
二
〇
六
頁
〔
姚
莉
執
筆
部
分
〕。

（
20
）  

張
明
楷
『
刑
法
学
』
第
二
版
（
中
国
・
法
律
出
版
社
、
二
〇
〇
三
年
）
四
九
六
〜
四
九
七
頁
。
賈
宇
（
主
編
）『
刑
法
学
』（
中
国
・
中
国
政
法

大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年
）
二
五
三
頁
〔
卒
成
執
筆
部
分
〕。
趙
秉
志
（
主
編
）『
刑
法
新
教
程
』
第
三
版
（
中
国
・
中
国
人
民
大
学
出
版
社
、

二
〇
〇
九
年
）
三
五
三
頁
〔
黄
京
平
執
筆
部
分
〕。
陳
忠
林
（
主
編
）『
刑
法
総
論
』
第
二
版
（
中
国
・
高
等
教
育
出
版
社
、
二
〇
一
二
年
）
三
三

二
頁
〔
李
邦
友
執
筆
部
分
〕
な
ど
。
な
お
、
日
本
語
で
は
「
公
訴
時
効
の
例
外
」
と
訳
す
場
合
も
あ
る
（
甲
斐
克
則
＝
劉
建
利
（
編
訳
）『
中
華

人
民
共
和
国
刑
法
』（
成
文
堂
、
二
〇
一
一
年
）
九
四
頁
）。

（
21
）  

郭
召
軍
「
追
訴
時
効
無
限
延
長
的
適
用
条
件
探
析
」（
中
国
律
師
（
中
国
・
中
華
全
国
律
師
協
会
）
二
〇
〇
二
年
八
期
、
二
〇
〇
二
年
）
七
三
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頁
。

（
22
）  

郭
召
軍
・
前
掲
注
（
21
）
七
三
頁
。

（
23
）  

賈
宇
（
主
編
）・
前
掲
注
（
20
）
二
五
三
頁
〔
卒
成
執
筆
部
分
〕。

（
24
）  
例
え
ば
、
郎
勝
（
主
編
）『
中
華
人
民
共
和
国
刑
法 

新
注
』（
中
国
・
中
国
法
制
出
版
社
、
二
〇
〇
二
年
）
八
五
頁
〔
執
筆
者
不
明
〕
や
曲
新

久
（
主
編
）『
刑
法
学
』
第
三
版
（
中
国
・
中
国
政
法
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
七
年
）
二
六
六
〜
二
六
七
頁
〔
王
平
執
筆
部
分
〕、
王
作
富
（
主

編
）『
刑
法
』
第
四
版
（
中
国
・
中
国
人
民
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年
）
二
四
〇
頁
〔
執
筆
者
不
明
〕、
高
銘
暄
＝
馬
克
昌
（
主
編
）『
刑
法

学
』
第
五
版
（
中
国
・
北
京
大
学
出
版
社
、
二
〇
一
一
年
）
三
一
〇
頁
〔
李
希
慧
執
筆
部
分
〕、
楊
春
洗
＝
楊
敦
先
﹇
ほ
か
﹈（
主
編
）『
中
国
刑

法
論
』
第
五
版
（
中
国
・
北
京
大
学
出
版
社
、
二
〇
一
一
年
）
一
九
八
頁
〔
王
新
執
筆
部
分
〕、
陳
忠
林
（
主
編
）『
刑
法
総
論
』
第
二
版
（
中

国
・
高
等
教
育
出
版
社
、
二
〇
一
二
年
）
三
二
九
頁
〔
李
邦
友
執
筆
部
分
〕、
趙
秉
志
（
主
編
）・
前
掲
注
（
20
）
三
五
一
頁
〔
黄
京
平
執
筆
部

分
〕
な
ど
多
く
の
法
学
書
で
こ
こ
に
挙
げ
た
三
つ
の
説
が
支
持
さ
れ
て
い
る
。

（
25
）  

中
国
に
は
「
執
行
猶
予
付
き
死
刑
」
と
呼
ば
れ
る
制
度
が
あ
り
、
死
刑
が
即
時
執
行
さ
れ
な
い
場
合
が
あ
る
。
な
お
、
執
行
猶
予
付
き
死
刑
に

つ
い
て
は
、
王
雲
海
『
死
刑
の
比
較
研
究

―
中
国
、
米
国
、
日
本

―
』（
成
文
堂
、
二
〇
〇
五
年
）
一
二
五
〜
一
四
四
頁
が
詳
し
い
。

（
26
）  

趙
秉
志
＝
彭
新
林
﹇
ほ
か
﹈（
編
著
）『
刑
罰
消
滅
制
度
専
題
整
理
』（
中
国
・
中
国
人
民
公
安
大
学
出
版
社
、
二
〇
一
一
年
）
一
八
頁
〔
執
筆

者
不
明
〕
で
も
「
懈
怠
行
使
説
﹇
怠
于
行
使
説
﹈」
と
し
て
同
様
の
学
説
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。

（
27
）  

判
決
番
号
は
、（
二
〇
〇
二
）
海
南
刑
終
字
第
六
四
号
、（
二
〇
〇
五
）
寧
刑
終
字
第
一
六
号
、（
二
〇
〇
五
）
沈
刑
（
二
）
初
字
第
一
六
号
、

（
二
〇
〇
八
）
栗
刑
初
字
第
〇
八
号
、（
二
〇
〇
九
）
平
刑
初
字
第
三
二
号
、（
二
〇
〇
九
）
南
刑
二
終
字
第
四
六
号
、（
二
〇
〇
九
）
新
刑
一
終
字

第
九
九
号
、（
二
〇
〇
九
）
穂
中
法
刑
一
終
字
第
五
〇
二
号
、（
二
〇
一
〇
）
松
刑
終
字
第
四
五
号
、（
二
〇
一
〇
）
上
少
刑
初
字
第
一
六
八
号
、

（
二
〇
一
〇
）
扶
刑
初
字
第
三
〇
号
、（
二
〇
一
〇
）
商
刑
終
字
第
四
七
号
、（
二
〇
一
〇
）
新
中
刑
再
字
第
一
二
号
、（
二
〇
一
〇
）
汴
刑
終
字
第

一
〇
〇
号
、（
二
〇
一
〇
）
信
刑
終
字
第
三
一
一
号
、（
二
〇
一
〇
）
白
中
刑
一
終
字
第
一
五
号
、（
二
〇
一
〇
）
準
刑
初
字
第
二
五
号
、（
二
〇
一

〇
）
汝
刑
初
字
第
二
〇
四
号
、（
二
〇
一
一
）
臨
刑
初
字
第
〇
〇
一
九
五
号
、（
二
〇
一
一
）
黄
浦
刑
初
字
第
一
八
五
号
、（
二
〇
一
一
）
淅
刑
初

字
第
〇
三
七
号
、（
二
〇
一
一
）
溆
刑
初
字
第
一
三
〇
号
、（
二
〇
一
一
）
林
刑
再
初
字
第
五
号
、（
二
〇
一
一
）
桑
法
刑
初
字
第
八
七
号
、（
二
〇

一
二
）
台
刑
初
字
第
〇
〇
一
号
、（
二
〇
一
二
）
潢
刑
初
字
第
一
九
号
、（
二
〇
一
二
）
雨
刑
初
字
第
三
四
号
、（
二
〇
一
二
）
滑
刑
初
字
第
四
一

六
号
、（
二
〇
一
二
）
穂
中
法
刑
二
終
字
第
一
三
三
号
、（
二
〇
一
三
）
穂
中
法
刑
二
終
字
第
六
八
号
。
ま
た
判
決
番
号
の
付
さ
れ
て
い
な
い
判
決

と
し
て
は
、
王
林
虚
偽
資
本
登
記
事
件
（
江
蘇
省
南
通
市
中
級
人
民
法
院
二
〇
〇
二
年
四
月
一
八
日
判
決
）、
孫
愛
勤
賄
賂
斡
旋
事
件
（
江
蘇
省
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鎮
江
市
中
級
人
民
法
院
二
〇
〇
二
年
九
月
二
五
日
判
決
）。

（
28
）  

判
決
番
号
は
、（
二
〇
〇
四
）
深
塩
法
刑
初
字
第
四
六
号
、（
二
〇
一
一
）
延
刑
初
字
第
〇
七
号
。

（
29
）  

判
決
番
号
は
、（
二
〇
〇
二
）
黄
刑
初
字
第
一
三
六
号
、（
二
〇
〇
四
）
虹
刑
初
字
第
四
三
号
、（
二
〇
〇
六
）
瓊
刑
終
字
第
一
〇
号
、（
二
〇
〇

八
）
海
南
刑
終
字
第
二
三
号
、（
二
〇
〇
八
）
商
刑
終
字
第
二
六
七
号
、（
二
〇
〇
八
）
海
南
刑
終
字
第
二
三
号
、（
二
〇
〇
九
）
平
刑
初
字
第
一

八
号
、（
二
〇
〇
九
）
澠
刑
初
字
第
二
七
九
号
、（
二
〇
〇
九
）
洛
刑
二
終
字
第
一
〇
号
、（
二
〇
〇
九
）
尉
刑
初
字
第
二
九
九
号
、（
二
〇
一
〇
）

南
刑
二
終
字
第
〇
三
四
号
、（
二
〇
一
〇
）
固
刑
再
初
字
第
〇
四
号
、（
二
〇
一
〇
）
博
刑
初
字
第
一
三
四
号
、（
二
〇
一
〇
）
淇
濱
刑
初
字
第
二

六
号
、（
二
〇
一
〇
）
安
刑
初
字
第
一
号
、（
二
〇
一
一
）
商
刑
終
字
第
一
五
五
号
、（
二
〇
一
二
）
川
刑
初
字
第
〇
三
三
号
。

（
30
）  

判
決
番
号
は
、（
二
〇
〇
五
）
北
刑
初
字
第
二
二
〇
号
。

（
31
）  

判
決
番
号
は
、（
二
〇
一
〇
）
鄭
刑
二
終
字
第
二
九
七
号
。

（
32
）  

判
決
番
号
は
、（
一
九
九
九
）
興
刑
初
字
第
一
一
号
。

（
33
）  

判
決
番
号
は
、（
二
〇
一
一
）
澗
刑
公
初
字
第
五
号
。

（
34
）  

河
村
有
教
・
前
掲
注
（
15
）
一
九
二
頁
。

（
35
）  

鈴
木
賢
「
中
国
法
の
思
考
様
式

―
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
的
法
文
化

―
」（
ア
ジ
ア
法
学
会
（
編
）、
安
田
信
之
＝
孝
忠
延
夫
（
編
集
代
表
）

『
ア
ジ
ア
法
研
究
の
新
た
な
地
平
』
成
文
堂
、
二
〇
〇
六
年
）
三
二
三
頁
。
河
村
有
教
・
前
掲
注
（
15
）
一
九
一
頁
。

（
36
）  

熊
原
啓
作
＝
渡
辺
美
智
子
『
身
近
な
統
計
』（
放
送
大
学
教
育
振
興
会
、
二
〇
〇
七
年
）
一
四
四
頁
。
藤
井
良
宜
『
統
計
学
』（
放
送
大
学
教
育

振
興
会
、
二
〇
〇
九
年
）
六
二
頁
。

（
37
）  

例
え
ば
、
判
決
番
号
（
二
〇
一
〇
）
汴
刑
終
字
第
一
〇
〇
号
や
孫
愛
勤
賄
賂
斡
旋
事
件
（
江
蘇
省
鎮
江
市
中
級
人
民
法
院
二
〇
〇
二
年
九
月
二

五
日
判
決
）
は
明
確
に
「
時
効
期
間
が
経
過
し
た
後
立
案
さ
れ
て
お
り
、
時
効
は
完
成
し
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
（
こ
の
二
つ
の
事
件
は
い
ず

れ
も
七
九
年
刑
法
施
行
時
に
発
生
し
、
起
訴
が
二
〇
〇
〇
年
代
ま
で
も
つ
れ
込
ん
だ
事
件
で
あ
る
が
、
訴
追
時
効
制
度
の
規
定
は
七
九
年
刑
法
時

か
ら
基
本
的
に
は
変
化
し
て
い
な
い
）。

（
38
）  

例
え
ば
、
判
決
番
号
（
二
〇
一
〇
）
汝
刑
初
字
第
二
〇
四
号
。

（
39
）  

高
憬
宏
「
如
何
理
解
我
国
刑
法
的
〝
時
効
延
長
〞」（
法
学
雑
誌
（
中
国
・
北
京
市
法
学
会
）
一
九
九
〇
年 

五
期
、
一
九
九
〇
年
）
二
一
頁
。

（
40
）  

な
お
、
中
国
で
は
特
定
の
地
方
の
み
に
適
用
さ
れ
る
は
ず
の
地
方
性
法
規
（
日
本
で
い
う
「
条
例
」）
が
他
の
地
方
で
も
裁
判
の
根
拠
法
と
さ

れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
と
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
小
口
彦
太
『
現
代
中
国
の
裁
判
と
法
』（
成
文
堂
、
二
〇
〇
三
年
）
七
六
頁
）。
こ
の
指
摘
を
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発
展
さ
せ
れ
ば
、
中
国
で
は
特
定
の
犯
罪
の
み
に
適
用
さ
れ
る
は
ず
の
規
定
が
他
の
犯
罪
に
も
適
用
さ
れ
て
い
る
可
能
性
は
あ
る
と
も
指
摘
し
う

る
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
中
国
に
は
非
公
開
の
法
規
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
も
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
小
口
彦
太
・
前
掲
書
八
七

頁
）。
そ
う
す
る
と
、
一
㈡
で
述
べ
た
よ
う
に
、
九
七
年
刑
法
第
八
八
条
の
解
釈
は
二
通
り
で
き
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
裁
判
結
果
の
ほ
と
ん
ど

が
「
単
に
立
案
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
」
の
み
を
も
っ
て
訴
追
時
効
に
か
か
ら
な
い
と
し
て
い
る
実
務
的
運
用
の
背
景
に
は
、「
検
察
機
関
が

立
案
を
決
定
し
た
と
き
訴
追
時
効
の
期
限
が
経
過
し
て
い
な
い
犯
罪
で
、
立
案
後
、
捜
査
、
起
訴
あ
る
い
は
判
決
時
に
訴
追
時
効
の
期
限
を
超
え

て
い
た
場
合
は
、
訴
追
時
効
の
期
限
を
経
過
し
た
犯
罪
と
は
み
な
さ
ず
、
法
に
よ
る
追
及
を
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
非
公
開
の
法
規

が
存
在
し
て
い
る
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。

（
41
）  

鈴
木
賢
「
中
国
で
近
代
法
は
な
ぜ
拒
絶
さ
れ
る
の
か

―
無
罪
推
定
原
則
を
め
ぐ
っ
て
」（
小
川
浩
三
（
編
）『
複
数
の
近
代
』
北
海
道
大
学
図

書
刊
行
会
、
二
〇
〇
〇
年
）
二
二
二
〜
二
二
三
頁
、
二
六
四
〜
二
六
六
頁
。
坂
口
一
成
「
中
国
刑
法
に
お
け
る
罪
刑
法
定
主
義
の
命
運
（
二
・

完
）

―
近
代
法
の
拒
絶
と
受
容
」（
北
大
法
学
論
集
（
北
海
道
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
）
五
二
号 

四
巻
、
二
〇
〇
一
年
）
一
二
六
二
頁
。
宋

振
武
「
無
罪
推
定
原
則
之
辦
正
」（
烟
台
大
学
学
報
（
哲
学
社
会
科
学
版
）
一
七
巻 

一
号
、
二
〇
〇
四
年
）
五
二
頁
。
高
見
澤
磨
＝
鈴
木
賢
﹇
ほ

か
﹈・
前
掲
注
（
5
）
三
一
三
〜
三
一
四
頁
〔
高
見
澤
磨
執
筆
部
分
〕。
小
口
彦
太
＝
田
中
信
行
・
前
掲
注
（
17
）
一
七
四
〜
一
七
六
頁
〔
小
口
彦

太
執
筆
部
分
〕
な
ど
。
な
お
、
中
国
で
は
二
〇
一
二
年
に
刑
事
訴
訟
法
が
全
面
改
正
さ
れ
た
（
二
〇
一
三
年
一
月
一
日
施
行
）。
し
か
し
、
こ
の

二
〇
一
二
年
刑
事
訴
訟
法
で
も
無
罪
推
定
の
原
則
は
完
全
に
は
導
入
さ
れ
た
と
は
言
え
な
い
。
例
え
ば
、
二
〇
一
二
年
の
改
正
刑
事
訴
訟
法
に
つ

い
て
触
れ
て
い
る
王
敏
遠
（
主
編
）『
中
国
刑
事
訴
訟
法
教
程
』
第
二
版
（
中
国
・
中
国
政
法
大
学
出
版
社
、
二
〇
一
二
年
）
四
九
頁
〔
程
雷
執

筆
部
分
〕
も
「
無
罪
推
定
の
原
則
に
ま
だ
か
な
り
の
距
離
が
あ
る
」
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
無
論
、
中
国
で
は
既
に
「
無
罪
推
定
の
原
則
を
堅
持

し
て
い
る
」
と
の
主
張
も
あ
る
（
慕
平
「
北
京
市
高
級
人
民
法
院
貫
徹
実
施
《
中
華
人
民
共
和
国
刑
事
訴
訟
法
》
工
作
状
況
的
報
告
」（
北
京
市

高
級
人
民
法
院
（
編
）『
北
京
市
高
級
人
民
法
院
公
報
』
二
〇
一
三
年 

第
一
集
、
北
京
市
高
級
人
民
法
院
、
二
〇
一
三
年
）
二
頁
）。
し
か
し
、

現
実
を
見
る
と
必
ず
し
も
無
罪
推
定
の
原
則
が
堅
持
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
例
え
ば
、
二
〇
一
二
年
刑
事
訴
訟
法
施
行
後
で
あ
る
二
〇
一

三
年
七
月
二
五
日
に
起
訴
さ
れ
た
薄
熙
来
収
賄
事
件
で
は
「『
検
察
の
証
拠
は
や
や
弱
い
』（
北
京
の
弁
護
士
）
と
の
見
方
」
が
あ
っ
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
（「
薄
元
書
記
に
厳
罰
要
求
」『
朝
日
新
聞
』
二
〇
一
三
年
八
月
二
七
日
付
一
一
面
）、
人
民
法
院
の
裁
判
長
は
「
判
決
で
『
事
実
は
明
ら

か
で
あ
り
、
証
拠
は
確
実
で
十
分
だ
』
と
述
べ
た
」（「
薄
元
書
記
に
無
期
判
決
」『
朝
日
新
聞
』
二
〇
一
三
年
九
月
二
三
日
付
一
面
）。
こ
こ
か
ら
、

中
国
の
刑
事
裁
判
の
現
実
に
は
、
証
拠
が
弱
く
て
も
、
確
実
で
十
分
と
判
断
さ
れ
る
「
有
罪
推
定
」
的
な
側
面
が
あ
る
と
言
え
る
。

（
42
）  

な
お
、
こ
れ
ら
の
学
説
の
い
く
つ
か
は
、
中
国
以
外
の
国
で
述
べ
ら
れ
て
い
た
学
説
を
単
に
中
国
に
持
っ
て
き
た
だ
け
で
あ
り
、
中
国
の
訴
追
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時
効
制
度
を
正
当
化
す
る
た
め
に
考
え
出
さ
れ
た
学
説
と
は
言
え
な
い
。
例
え
ば
、
脚
注
に
よ
れ
ば
孫
強
の
改
善
推
定
説
は
王
作
富
『
刑
法
学
』

第
三
版
（
中
国
・
中
国
人
民
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
七
年
）
三
一
五
頁
や
高
銘
喧
＝
馬
克
昌
『
刑
法
学
』（
中
国
・
中
国
法
制
出
版
社
、
二
〇
〇

〇
年
）
五
五
六
頁
も
出
典
と
し
て
い
る
が
、
俄
羅
斯
連
邦
総
検
察
院
、
黄
道
秀
（
訳
）『
俄
羅
斯
連
邦
刑
法
典
釈
義
』（
中
国
・
中
国
政
法
大
学
出

版
社
、
二
〇
〇
〇
年
）
一
九
五
頁
と
い
う
ロ
シ
ア
の
学
説
を
出
典
と
し
て
い
る
。
刑
罰
同
一
説
（
準
受
刑
説
）
は
趙
秉
志
『
外
国
刑
法
原
理
（
大

陸
法
系
）』（
中
国
・
中
国
人
民
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年
）
三
三
三
頁
、
ガ
ス
ト
ン
・
ス
テ
フ
ァ
ニ
、
羅
結
珍
（
訳
）『
法
国
刑
事
訴
訟
法
精

義
（
上
）』（
中
国
・
中
国
政
法
大
学
出
版
社
、
一
九
九
九
年
）
一
五
四
頁
お
よ
び
ベ
ッ
カ
リ
ー
ア
、
黄
風
（
訳
）『
論
犯
罪
与
刑
罰
』（
中
国
・
中

国
大
百
科
全
書
出
版
社
、
一
九
九
三
年
）
五
七
頁
と
い
う
フ
ラ
ン
ス
の
学
説
を
出
典
と
し
て
い
る
し
、
規
範
感
情
緩
和
説
は
大
塚
仁
、
馮
軍

（
訳
）『
刑
法
概
説
（
総
論
）』（
中
国
・
中
国
人
民
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
三
年
）
五
〇
二
〜
五
〇
三
頁
と
い
う
日
本
の
学
説
を
出
典
と
し
て
い
る
。

（
43
）  

鄧
小
平
は
「
社
会
主
義
制
度
の
下
で
は
、
個
人
の
利
益
は
集
団
の
利
益
に
服
し
、
局
部
の
利
益
は
全
体
の
利
益
に
服
し
、
一
時
の
利
益
は
長
期

の
利
益
に
服
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」、「
西
側
世
界
の
い
わ
ゆ
る
〝
人
権
〞
と
我
々
が
言
う
人
権
は
本
質
的
に
別
の
も
の
で
あ
り
、
観
点
が
異
な

る
」
と
述
べ
て
い
た
（
鄧
小
平
「
堅
持
四
項
基
本
原
則
」（『
鄧
小
平
文
選
（
第
二
巻
）』
第
二
版
、
中
国
・
人
民
出
版
社
、
一
九
九
四
年
）
一
七

五
頁
（
初
出
は
一
九
七
九
年
三
月
三
〇
日
の
講
話
）。
鄧
小
平
「
搞
資
産
階
級
自
由
化
就
是
走
資
本
主
義
道
路
」（『
鄧
小
平
文
選
（
第
三
巻
）』
中

国
・
人
民
出
版
社
、
一
九
九
三
年
）
一
二
五
頁
（
初
出
は
一
九
八
五
年
六
月
六
日
の
談
話
）。
日
本
語
で
は
、
土
屋
英
雄
『
中
国
「
人
権
」

考

―
歴
史
と
当
代

―
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
二
年
）
二
二
頁
）。「
前
国
家
的
、
自
然
権
的
、
超
階
級
的
に
抽
象
的
な
『
人
』
一
般
の
権

利
を
論
ず
る
『
人
権
』
概
念
を
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
で
あ
る
と
否
定
し
」
と
も
説
明
さ
れ
る
（
高
見
澤
磨
＝
鈴
木
賢
﹇
ほ
か
﹈・
前
掲
注
（
5
）
九
五

頁
〔
鈴
木
賢
執
筆
部
分
〕。
董
成
美
（
編
著
）、
西
村
幸
次
郎
（
監
訳
）『
中
国
憲
法
概
論
』（
成
文
堂
、
一
九
八
四
年
）
一
三
一
〜
一
三
三
頁
〔
原

著
者
不
明
〕。
王
叔
文
＝
畑
中
和
夫
﹇
ほ
か
﹈『
現
代
中
国
憲
法
論
』（
法
律
文
化
社
、
一
九
九
四
年
）
一
四
二
頁
〔
西
村
幸
次
郎
執
筆
部
分
〕。
石

塚
迅
『
中
国
に
お
け
る
言
論
の
自
由

―
そ
の
法
思
想
、
法
理
論
お
よ
び
法
制
度

―
』（
明
石
書
店
、
二
〇
〇
四
年
）
二
二
頁
、
三
五
頁
）。

も
っ
と
も
二
〇
〇
四
年
の
憲
法
改
正
で
第
三
三
条
第
三
項
（
二
〇
〇
四
年
修
正
案
第
二
四
条
）
に
「
国
は
人
権
を
尊
重
し
、
保
障
す
る
」
と
の
条

文
も
作
ら
れ
た
。
し
か
し
こ
こ
に
言
う
「
人
権
」
も
「
公
民
の
基
本
権
利
」
の
別
の
表
現
と
言
わ
れ
て
お
り
（
楊
向
東
（
主
編
）『
憲
法
学

―

理
論
・
実
務
・
案
例
』（
中
国
・
中
国
政
法
大
学
出
版
社
、
二
〇
一
〇
年
）
九
三
頁
〔
呉
旅
燕
執
筆
部
分
〕）、
や
は
り
日
本
で
い
う
「
人
権
」
と

は
異
な
る
概
念
な
の
で
あ
る
。

（
44
）  

「
訴
追
時
効
の
延
長
」
制
度
は
、
中
国
共
産
党
統
治
の
中
国
が
モ
デ
ル
と
し
て
い
た
ソ
ビ
エ
ト
刑
法
に
も
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
一
九
二
二
年

六
月
一
日
よ
り
施
行
さ
れ
た
ロ
シ
ア
社
会
主
義
連
邦
ソ
ビ
エ
ト
共
和
国
刑
法
（
以
下
「
ロ
シ
ア
・
ソ
ビ
エ
ト
刑
法
」
と
い
う
）
第
二
一
条
で
は
以
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下
の
よ
う
に
「
捜
査
の
開
始
」
で
時
効
に
か
か
る
こ
と
は
な
い
と
規
定
し
て
い
た
。「
刑
法
典
に
よ
り
犯
罪
行
為
の
最
高
刑
が
一
年
以
上
の
自
由

剝
奪
で
犯
罪
時
か
ら
起
算
し
て
五
年
が
経
過
し
た
も
の
あ
る
い
は
比
較
的
軽
微
な
犯
罪
行
為
を
実
施
し
て
か
ら
三
年
が
経
過
し
た
も
の
は
以
下
の

一
つ
に
該
当
す
る
場
合
、
刑
罰
を
適
用
し
な
い
。（
一
）
上
述
の
期
間
内
で
そ
の
案
件
の
裁
判
あ
る
い
は
捜
査
が
始
ま
ら
な
か
っ
た
場
合
。（
二
）

犯
罪
者
が
行
っ
た
罪
が
時
効
期
間
を
経
過
し
か
つ
規
定
さ
れ
た
期
間
内
に
そ
の
他
の
犯
罪
行
為
を
行
わ
な
か
っ
た
場
合
」（
全
国
人
民
代
表
大
会

常
務
委
員
会
法
律
室
（
編
）『
刑
法
総
則
分
解
資
料
彙
編
』（
中
国
・
法
律
出
版
社
、
一
九
五
七
年
）
二
六
〇
頁
）。
ま
た
一
九
二
六
年
一
一
月
二

二
日
に
採
択
さ
れ
、
一
九
二
七
年
一
月
一
日
よ
り
施
行
さ
れ
た
ロ
シ
ア
・
ソ
ビ
エ
ト
刑
法
第
一
四
条
第
二
項
に
も
「
時
効
は
、
前
項
の
期
間
内
に

当
該
事
件
に
つ
い
て
何
ら
の
手
続
も
と
ら
れ
な
か
っ
た
場
合
に
、
適
用
さ
れ
る
」
と
規
定
さ
れ
て
い
た
（「
ロ
シ
ア
社
会
主
義
連
邦
ソ
ヴ
ェ
ト
共

和
国
刑
法
典
一
九
二
六
年
一
一
月
二
六
日
公
布
―
一
九
五
二
年
一
月
一
日
現
在
―
並
び
に
附
随
法
規
お
よ
び
参
考
資
料
」（『
法
務
資
料
』
三
三
八

号
、
法
務
大
臣
官
房
調
査
課
、
一
九
五
五
年
）
五
〜
六
頁
）。
中
国
は
こ
れ
を
ま
ね
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
こ
の
「
時
効
の
延
長
」
制
度

は
他
の
社
会
主
義
国
家
の
刑
法
に
は
見
ら
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
。

（
45
）  

池
田
修
＝
前
田
雅
英
『
刑
事
訴
訟
法
講
義
』
第
二
版
（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
六
年
）
八
三
頁
。

（
46
）  

当
該
最
高
人
民
法
院
の
「
中
華
人
民
共
和
国
刑
事
訴
訟
法
」
の
適
用
に
関
す
る
解
釈
は
二
〇
一
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
た
が
、
こ
れ
よ

り
前
の
最
高
人
民
法
院
の
「
中
華
人
民
共
和
国
刑
事
訴
訟
法
」
を
執
行
す
る
若
干
の
問
題
に
関
す
る
解
釈
﹇
最
高
人
民
法
院
関
于
執
行
《
中
華
人

民
共
和
国
刑
事
訴
訟
法
》
若
干
問
題
的
解
釈
﹈（
一
九
九
八
年
九
月
二
日
発
布
。
同
月
八
日
施
行
。
二
〇
一
三
年
一
月
一
日
失
効
）
第
一
八
七
条

に
も
同
様
の
規
定
が
あ
っ
た
。

（
47
）  

龍
宗
智
＝
楊
建
広
（
主
編
）・
前
掲
注
（
11
）
二
六
四
頁
〔
聶
立
澤
執
筆
部
分
〕。
陳
衛
東
（
主
編
）・
前
掲
注
（
12
）
二
〇
八
頁
〔
姚
莉
執
筆

部
分
〕。

（
48
）  

王
国
枢
（
主
編
）・
前
掲
注
（
11
）
一
八
三
頁
〔
武
延
平
執
筆
部
分
〕。
樊
崇
義
（
主
編
）・
前
掲
注
（
13
）
三
四
四
頁
〔
万
毅
執
筆
部
分
〕。

（
49
）  

龍
宗
智
＝
楊
建
広
（
主
編
）・
前
掲
注
（
11
）
二
六
五
頁
〔
聶
立
澤
執
筆
部
分
〕。
樊
崇
義
（
主
編
）・
前
掲
注
（
13
）
三
四
四
頁
〔
万
毅
執
筆

部
分
〕。

（
50
）  

黒
田
睦
「
告
訴
期
間
制
度
の
批
判
的
検
討
」（
法
学
研
究
論
集
（
明
治
大
学
大
学
院
）
一
七
号
、
二
〇
〇
二
年
）
一
頁
。

（
51
）  

例
え
ば
、
日
本
の
公
訴
時
効
制
度
は
犯
人
が
国
外
に
い
る
場
合
、
時
効
が
停
止
す
る
と
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
実
体
法
説
（
時
の
経
過
に
よ

り
、
犯
罪
の
社
会
的
影
響
が
微
弱
化
し
、
可
罰
性
が
消
滅
な
い
し
減
少
す
る
と
す
る
学
説
）
を
採
用
す
る
と
、
犯
人
が
国
外
に
い
る
場
合
な
ぜ
そ

の
期
間
は
犯
罪
の
可
罰
性
が
微
弱
化
し
な
い
の
か
と
い
う
疑
問
が
湧
く
。
ま
た
、
訴
訟
法
説
（
時
の
経
過
に
よ
り
、
証
拠
が
散
逸
し
、
適
正
な
裁
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判
の
実
現
が
困
難
に
な
る
と
す
る
学
説
）
を
採
用
し
て
も
、
犯
人
が
国
外
に
い
る
場
合
な
ぜ
そ
の
期
間
は
証
拠
が
散
逸
し
な
い
の
か
と
い
う
疑
問

が
湧
く
。
さ
ら
に
新
訴
訟
法
説
（
一
定
期
間
起
訴
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
事
実
状
態
を
尊
重
す
る
と
い
う
学
説
）
を
採
用
し
て
も
、
な
ぜ
犯
人
が

国
外
に
い
る
期
間
は
そ
の
状
態
が
尊
重
さ
れ
な
い
の
か
と
い
う
疑
問
が
湧
く
。
結
果
と
し
て
、
日
本
は
犯
人
が
国
外
に
い
る
場
合
時
効
が
停
止
す

る
と
い
う
規
定
の
た
め
に
、
停
止
要
件
も
含
め
て
公
訴
時
効
制
度
を
正
当
化
す
る
学
説
を
提
示
す
る
こ
と
が
困
難
に
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
金

子
章
「
公
訴
時
効
制
度
の
存
在
理
由
に
つ
い
て
の
一
考
察

―
公
訴
時
効
制
度
の
見
直
し
を
め
ぐ
る
近
時
の
議
論
を
契
機
と
し
て

―
」（
横
浜

国
際
経
済
法
学
（
横
浜
国
立
大
学
）
一
九
巻
三
号
、
二
〇
一
一
年
）
二
四
〜
二
六
頁
。

（
52
）  

こ
の
表
現
は
、
斉
藤
善
久
『
ベ
ト
ナ
ム
の
労
働
法
と
労
働
組
合
』（
明
石
書
店
、
二
〇
〇
七
年
）
一
七
〇
頁
か
ら
示
唆
を
受
け
た
。

※ 

本
稿
は
、
二
〇
一
四
年
九
月
五
日
に
愛
知
大
学
で
行
わ
れ
た
現
代
中
国
法
研
究
会
第
二
三
回
研
究
集
会
内
の
若
手
研
究
会
で
発
表
し
た
「
中
国
に
お

け
る
公
訴
時
効
制
度
の
存
在
理
由
に
つ
い
て
の
考
察
」
に
大
幅
な
加
筆
を
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
大
幅
な
加
筆
に
あ
た
り
、
二
〇
一
六
年
徳
島

賞
（
東
ア
ジ
ア
学
会
主
催
若
手
研
究
者
奨
励
賞
）
を
受
賞
し
た
研
究
計
画
「
中
国
に
お
け
る
公
訴
時
効
制
度
の
研
究
」
の
研
究
成
果
の
一
部
に
も

な
っ
た
。 
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高
橋
　
孝
治
（
た
か
は
し
　
こ
う
じ
）

所
属
・
現
職
　
中
国
政
法
大
学
刑
事
司
法
学
院
博
士
課
程

最
終
学
歴
　
　
放
送
大
学
大
学
院
文
化
科
学
研
究
科
社
会
経
営
科
学
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
修
士
課
程
）

所
属
学
会
　
　
日
中
社
会
学
会
、
ア
ジ
ア
政
経
学
会
、
東
ア
ジ
ア
学
会
、
現
代
中
国
法
研
究
会

専
攻
領
域
　
　
比
較
法
・
中
国
法
、
中
国
社
会
を
素
材
に
し
た
法
社
会
学

主
要
著
作
　
　 『
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
の
た
め
の
中
国
労
働
法

―
労
務
管
理
が
理
屈
で
わ
か
る
』（
労
働

調
査
会
、
二
〇
一
五
年
）

　
　
　
　
　
　 『
中
国
年
鑑
二
〇
一
六
』（
共
著
・
一
般
社
団
法
人
中
国
研
究
所
（
編
）、「
治
安
・
犯

罪
動
向
」
の
章
担
当
、
明
石
書
店
、
二
〇
一
六
年
）

　
　
　
　
　
　 「
中
国
に
お
け
る
劇
場
的
法
律
観
と
い
う
試
論
」『
北
東
ア
ジ
ア
研
究
（
島
根
県
立
大

学
北
東
ア
ジ
ア
地
域
研
究
セ
ン
タ
ー
）』
二
七
号
（
二
〇
一
六
年
）


